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午前１０時００分 開 議

○委員長（古仲清尚） 皆様、おはようございます。

これより予算特別委員会を再開いたします。

昨日に引き続き、令和５年度当初予算に係る質疑を行います。

質疑の通告に基づき、順次発言を認めます。

１番吉田清孝委員の発言を認めます。１番吉田委員

○１番（吉田清孝委員） おはようございます。

通告に従いまして、大きく４点ほどお尋ねいたします。

まず初めにですね、市長に対して、いわゆる日本一の子育て環境を目指すというこ

と、これを、スローガンなのか何なのかちょっと分からないんですけども、我々市会

議員の中でも、その日本一というものがどういう部分でお話されているのか、それに

関わる質問といいますか、そういうことがいろいろ出ているわけでありますけれども、

いわゆる子育て環境、市長のそのスローガン的なのか、どういう意図で日本一という

言葉をお使いになってやられているのかなと。非常に男鹿市、私ちょっとネガティブ

なもんですから、人口も減ってきたり、少子高齢化が進んでいる中での市長の目標な

のか何なのか、その目標というものを、あまりにも遠いのではないかなといった部分

を感じるわけでありますけれども、その目標というものを我々市会議員も同じ目線と

いいますかそういうことを数字的にどういうふうに理解して、どういうふうに目指し

ていけばいいのかなといった、市長を支持する一人として、目標を同じにしてできれ

ばなと。でもあまりにも、いみじくも、今日、五城目町の給食費無料だとか、いろん



- 151 -

な子育て環境の、聞けば男鹿市だば７，０００万もかかって、なんとやっぱりその財

政的な部分の中で、そしてまた、このたびの保育園の建設についても二十何億といっ

た部分で、何としても日本一を目指すためには財政的な部分があるのではないかなと

いう部分で、とてもじゃないけどもそういうスローガンは遠すぎるのではないかなと

いう感じの中で、旗振り役をして、どういう意味でやっているのかなといった部分で

大きなあれを感じるわけであります。ゼロカーボンニュートラル宣言もそのとおりで

あります。２７年後の２０５０年の中で、あまりにも突拍子、宣言、要するに、看板

なんかもいろいろうちのほうで、非核三原則、何とか都市とかって看板上げたことも

ありますけども、ゼロカーボンシティ宣言都市なんてやると、目立っていいなと思う

けど、中身何なのかなといったぐらいの部分で、５０年後のそういう部分であれなの

かなと。そこのあたりがちょっと、それが民間感覚なのか、ちょっと分からないので

お聞きしたいなということまず一点。

そしてこのたびね、ようやくというかスタートを切る地球温暖化対策、これ生活環

境課所管で、私どうしてこの生活環境課で計画を策定、むしろ企画政策課でいろんな

情報を持ちながら、全体的な考え方で計画をまとめるのは、多分もしかしたらどっか

の専門家に委託する計画なのか、なかなか職員では計画を立てられなくて、そういう

ところに委託する、そのね私は生活環境課というのは、現場の中でいろいろ動いたり、

いろんな部分での中で、計画をつくるんだったら企画でいいのではないかなといった

部分が私の感覚でありますけれども、そこのあたりももしよろしかったらお聞かせい

ただければなという感じをするわけであります。

それからですね、この当初予算案の概要、すばらしいものですけども、この中の２

ページで、人件費ですね。人件費が五、六千万円増えているわけです。この人件費が、

議会費が議員定数削減とか、職員の定数１名減という中で、５．６パーセントの減と

いう部分があるわけでありますけども、人件費に関しては１，０００万円ぐらい減額

している。非常に厳しい財政事情を考えた中でのいろんな部分あれなんだけども、ど

うもこの人件費の五、六千万円増というのは、私は過去を振り返ったときに、部長制

もしかり、特別職の報酬についても御案内のように減額した経緯があります。そうい

う中で、参考までに私、総務課長に聞いたら、ラスパイレス指数は国に比べてどう

なんだ、今って聞いたら、九十五、六パーセントぐらいだと。私方職員にいた頃、二
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十何年も前の話だけども、大体９０前後で、私、職員の皆さんの給料、上がることは

当然それなりの部分で何もそれがね下げれとかっていう意味じゃなくて、今の状況で

私はそういう九十五、六パーセントのラスパイレス指数については何もあれですけど

も、市長がなられてから非常に組織的に増えております。増えているというか、非常

に、部長も１人増えている。そうすると、部長制によると人件費の中でいくと、病院

の事務局長、過去においては部長でありました。そういうのも仕事の中身を考えたと

きに、逆に復活してもいいのではないかなという感じをしているわけでありますけど

も、そこのあたりがどうなのか。そしてまた、会計年度職員というのは非常に給料的

に、今、非正規云々の中で、約２００人もいるわけですけども、もう少し給料体系と

いいますか考えてもいいのではないかなという、まず逆に考えているわけですけども、

組織的に縮小というか考えながら、行政のデジタル化だとかいろんな中でコンパクト

に、そうしてやれるところがあるのではないかなといった部分で、今、具体的には二、

三そこのあたり、行革大綱の中で、そして行革のあのメンバーの中でどういう議論を

されているのかなといった部分でお聞かせ願えればありがたいなというふうに思いま

す。

さらに、公共施設等総合管理計画、主な事業という中で６８ページから非常に大き

な事業が網羅されているわけです。およそ投資的経費が３０パーセント、建設事業、

３０パーセントじゃない、３０億、１７．３パーセントという、今回こういうふうに

非常に物価高騰の中で、どうして集中したのかなといった部分で、いわゆる財政計画

なりそういうものの部分を立てている中で、計画的に事業の実施なりされているのか

なと。財政の観点からですね、あまりにも集中した、このほかにも様々な事業が網羅

されているわけです。昨日の佐藤理事の答弁の中で市内企業に発注という、市内企業

の育成云々という中で、非常に職人不足とか、もしかしたら、いわゆるここまで建築

関係については厳しい部分があったりして、淘汰されている部分もあった中で、この

資材不足、高騰だとか、いろいろな部分で、この時期にこれだけの一挙に偶然重なっ

たとはいえ、何か我慢するところ我慢するなりとか、何か考えられなかったのかなと

いうことをちょっと感じるわけでありますけども、そこのあたりいかがでしょうか。

財政の中で、財政課長には、いわゆるいつも当初予算の中で財政調整基金を取り崩し

して、今回も６億８，０００万円ですか、６億何ぼを取り崩しして予算を編成してい
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るというのが、私の記憶だとここ二、三年、通常のパターンだと思っています。そし

て結果的に１年過ぎると、特に４年度においては４億円、２億円の教育基金さやった

り、約６億円ぐらいほかに回している。そうすると、財政調整基金を２０億円ぐらい

にこうだ、当初予算では十二、三億円まで減る。財政課長、それがあともうそういう

手法で、当初予算で財政状況が非常に厳しいといった部分で財政調整基金取り崩し、

そして年度末になると貯金する。何か財政のテクニックなのかちょっと分からないで

すけども、そこのあたりをどういうふうな予算編成の考え方といいますか、地方交付

税なり、あと７０億円くること分かってて六十何億円にして、いわゆる財調を減らし

て、今度は、今１９億円あるけども、２０億円あるけども、十二、三億円なるんだよ

といった、我々に対して情報というものを、何というか手法上やっているのかなとい

う感じをするわけでありますけども、財政計画という中でどういう財政運営をしてい

るのか、そこのあたりの内部で考え方を持っててやっているのかなというのを感じる

わけでありますけども、そこのあたりの考え方もひとつお聞かせいただければありが

たいなというふうに思っております。

あと一点またね、ふるさと納税でいろいろ議論ありました。市長も市会議員の皆様

からも何とかこうだとか、市長のトップセールスの中で実績は非常に必要とみてセー

ルスした中でやってる。ただ、議員に対して、我々がね、というのは非常に我々に求

めても非常に、私はその前にいろいろ分析した結果、課長の言うような中で、それが

産業振興につなげるような、いわゆる商品開発といいますか、やっぱり今、ふるさと

納税をする方々は、私の考え方ですよ、返戻品というものを非常に魅力あるものに求

めて、いわゆる仙北市なのか、大館市なのか、そういう返戻品の部分で、男鹿は

ちょっと魅力的でなくなって減ってるのではないかなといった感じを私はするわけで

ありますけども、トップセールスすればといった部分ももちろんあるだろうけども、

だからそこのあたりをもう少し返戻品の部分で他市に負けないようなものというか、

それはリピーターがどうつながっているのかなといった部分もまた含めて分析しなが

ら、課長はどういうふうにふるさと納税が減りつつあることを、危機感といいますか、

本当にこれ、競争している中で、どういうふうにしていくと増やせる、５億円を目標

にしてできる。５億円、６億円というふうな考え方で進めていかれようとしているの

か、そこのあたりもひとつお聞かせ願いたいというふうに思います。



- 154 -

以上であります。

○委員長（古仲清尚） 答弁を求めます。菅原市長

○市長（菅原広二） 日本一の子育て環境を目指すと、そういうことですけども、私は

非常に言葉、響きのよい言葉だなと、そういうふうに思っています。皆さん御存じの

ように岸田総理が、子育ては異次元の政策を行うと、国家の根幹に関わることなんだ

と、そういう話をしています。特に少子高齢化で悩んでいる男鹿は、そのことを も

やっていかなきゃ駄目だと、そういう思いであります。

私は、ただこれがかなり目標が離れていると、そういうわけでもなくて、かなりス

タッフと議論してこの方向に話をしてきています。だから何回も話しているように、

０歳から２歳児までの保育園の無料化、また、０歳から２歳児までの家庭での育児の

月額１万円の補助、これは私は画期的なことだと思っているんです。思い切ったこと

をやったなと。それと、これに小・中の給食の無料化をやれば、本当かなり日本一に

近いと、そういうことだと思っています。

日本一といってもいろんなことがあって、やっぱりその地域の特色を出した日本一

ですよね。だから、その今の三つの政策やっただけでもかなりだと思ってますけども、

特に今、皆さんに御心配かけている船越保育園ができれば、ある意味での地方の特色

を生かした日本一の保育園と、そういうことも言えるんだと思います。だから、ただ

キャッチフレーズだけじゃなくて、そういう方向性に向かっていると。委員がおっ

しゃるように、もっと具体的な話は必要だと改めて思いました。だけども、私はふ

だん職員に言ってることは、大きな方向性が間違わなかったら、まず５１パーセント

でもやっていこうと。走りながら考えていくと、走りながら修正していくんだと、そ

ういうことが大事だと思っています。役所の人は企画書を作るのがうまくて、その企

画書をきちっと作ってそれからだと。ともすれば、企画書作って、あと飾って終わり

になるようなこともある。そうじゃなくて、行動していくことが大事だと。どぶ板を

たたいて市民にそういう理解してもらいながら政策をやっていくということが非常に

大事だと思っています。

そしてまた、大きな目標を掲げることが大事なことは、今、なまはげの里フィロソ

フィをやっています。あのフィロソフィの中に「利他の精神」という言葉があります

けども、例えばあの言葉一つとっても、死ぬまでにかかってもなかなか達成できない。
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でも、少しでも頑張ろうと、そういう思いですよね。それから、みんながやっぱり現

実はなかなか離れてるけども、かすかに見える、遠くに見える明かりに向かって、

みんなが歩んでいくと、走っていくと、そういう姿勢が大事だと思いますから、私は

こういう子育て日本一の環境を目指すということは、言葉は何とか御理解を賜りたい

と思います。

あともう一つ、委員が御指摘しているように、大事なことは、どうやってその財源

を生んでいくかと、そのことも非常に大事です。具体的に一番分かりやすいのはやっ

ぱりふるさと納税だと思います。何とかそこは、ふるさと納税、いつ終わるか分から

ない制度だと思っています。だけども、その中で６次産業化、自分たちが作って、自

分たちが収穫して作って、それを販売していくと、そういうスタンスが身についてき

たというか、そういう産業風土が芽生えてきたことは非常にありがたい。市役所の職

員というのは、市民を富ませるためにあるんだと。だから市役所の職員が飯食えるた

めには、市民が豊かでなければ駄目だと、そのスタンスを忘れないでやっていきたい

と思っています。何とかこの、ただほら吹いているんじゃなくて、この目標というの

は、それに向かって市役所の職員、そしてまた議員の皆さん、それから市民の皆さん

が一緒の方向を向いてやっていきたいと、そういう思いだと思って解釈してもらいた

いです。

それから、カーボンニュートラル宣言については、私がいろんな会議の席上でも

言ってますけども、小さな男鹿市ですけども、非常に地球環境のお役に立てる 高の

いいポジションにあります。洋上風力発電、やっぱり船川港の位置というのは非常に

大事で、秋田港、能代港、その補完港として天然の良港船川港が大事だと。そしてま

た、洋上風力発電絡みで漁業者もかなり心配しているところがあります。何とかそこ

を逆手にとって、逆手にとってということじゃなくて、カーボンニュートラルという

言葉もあります。何とか藻場の育成をしていくと。そのことの藻場を育成していくこ

とによって地球環境のためにもなるし、そして漁業者のためにもなると。そのことを

進めていければなと。

近、私のところに男鹿の海藻というのは世界に誇るべきものがあると。品種、種

類の多さ、そして料理のレシピの多さというんですか、加工する能力が非常に高いと。

何とか一緒にやっていきたいということで、大学の教授とか大手の企業も来たりして
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います。そして、ブルーカーボンと併せて一緒にやっていければ非常に新たな地球環

境に対する役に立てるし、地域の産業についても非常に希望が持てるのかなと、そう

いう思いを持ってます。カーボンニュートラル宣言も非常に大事なことなので、市民

の皆さんに理解してもらえるように発信していきたいと思いますので、ひとつよろし

くお願いします。

以上です。

○委員長（古仲清尚） 湊総務課長

○総務課長（湊智志） それでは、私のほうからは職員の職員体制といいますか、定数

管理とか、そういった観点でちょっと私のほうからお答えさせていただきます。

昨年度、第５次行政改革大綱の策定に向けて、併せて定員管理計画もお示ししなが

ら議会とも御意見等いただいて策定したところでございますけれども、現状考えてい

るところでは、市役所の業務につきましては、やはり少子高齢化の進展によりまして

社会環境の変化や住民ニーズの多様化、国及び県に関わる業務などもますます増えて

きておりまして、また、取り扱う内容についてもますます複雑、高度化している現状

にあると思っております。デジタル化などによりまして業務は減るだろうとの御意見

等々もございますが、逆にまたそのことに伴って維持的な行政需要、こういったこと

も増えていることもまた事実でございます。

合併時、平成１７年ですか、４８１人だった職員数が年々減少いたしまして、令和

４年度では３１１人と１７年間で１７０人も減っているという状況にございました。

現状で、この職員数でやっていくことには、なかなか各部署間で十分に取り組んでい

くことがなかなか難しいというか、限界にきているというのが私の実情であります。

この昨年度策定した行革の定員管理計画では、４年間で８人増える形の３１８人とい

うことで、行革の推進委員会の委員の皆様、民間の方ですけども、からもちょっと御

意見いただいて、今の行政需要等々鑑みれば、そういった人数でよろしいのではない

かといった御意見もいただいたところであります。まず、働き方改革によりまして時

間外の勤務の縮減、子どもを産み育てやすい職場環境づくりの一環といたしまして、

男性職員の育児休業取得の促進などにも取り組んでいくことが今後必要になっており

ます。そういったことも踏まえますと、私ども１１月以降、全所属長からヒアリング

いたしまして、お話聞いた上でこの職員定数、計画では３１８人ですが３２０人前後
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の職員数は必要であろうということで考えておるところであります。実際、今の現状

でも、休職ですとか病気休暇の方もおりますし、また、育児休業も女性の方中心なん

ですけども、どんどん取っていただいている状況もございまして、一定程度の職員数

は必要であろうというふうに考えているところでございます。

もう一点、会計年度任用職員についての処遇のことだと思いますので私からお答え

させていただきますけども、国のほうでもこの非正規職員への格差是正といいますか、

そういう方向できているところでございまして、昨年も秋田県の人事委員会勧告に伴

いまして、市では会計年度任用職員についても常勤職員に準じて給料表を改定してお

りまして、その分で若干処遇向上ということで約４５０万円程度、令和５年度予算

ベースで上がっている状況でございます。

また、国のほうでは今月３日、令和６年度からは会計年度任用職員のさらに処遇向

上を図るため、勤勉手当の支給を可能とする自治法改正の閣議決定がなされておりま

す。こういった方向からしますと、各自治体ではやはり非正規職員のこの処遇向上も

やはり図っていかなければならないのだろうというふうに考えておりますので、処遇

向上も図られていくことから、その会計年度任用職員には、やはり十分に能力を発揮

していただいて業務に当たっていただく、そういうことも必要なのかなというふうに

考えているところでございます。

私からは以上であります。

○委員長（古仲清尚） 鈴木財政課長

○財政課長（鈴木健） そうしますと、私からは財政の関係についてお答えします。

御質問は、事業の実施時期について、もっと平準化できないのかと、そういった御

質問だと思います。それと、基金と予算編成の手法についてということの二点だとい

うふうに思いますけれども、まず事業ですけれども、男鹿市の財政状況ですけれども、

見ながら、ここ数年は大規模な事業というのはかなり抑制してきたところでございま

す。これによって事業に係る公債費、借金の返済、これは低減図られてきているとい

うところでございまして、それと御質問にありましたように財政調整基金のほうもあ

る程度の確保が図られてと、そういった状況も踏まえながら、必要な事業であれば、

これは機を逃さず実施していく必要があるということが基本的な考え方でございます。

船越のこども園、それから船越小学校、それぞれ統合も絡んでおりますし、入ってく
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る児童の関係などもございます。また、斎場につきましても大分老朽化しておりまし

て、火葬炉については早急な対処が必要と、そういった状況などを踏まえながら、こ

の時期にちょっと集中してしまいますけれども実施するということになるものです。

ただ、この三つの事業で５年度と６年度で３０億円以上の起債をすることになりま

す。借金です。これで、この後一時的にこの借金が増えるということで、これ大丈夫

なのかという心配も当然あろうかと思います。そこで、この後の元利償還の推移等、

財政見通しを試算しているところですけれども、結論から申しますと、今後１０年ほ

どについては公債費、元利償還ですけれども、ほぼ横ばいで推移すると。さらに、少

なくとも今年度、令和４年度の元利償還の額を超えることはないのではないかという

ふうな見通しをもってございます。そうしたところを総合的に踏まえまして、事業の

実施はまず可能であるというふうな考え方をしてございます。

それから、基金、特に財政調整基金、あと当初予算であえて低くほかの歳入をみて、

年度末には増えるような手法をとっているのではないかと、そういった御質問かと思

いますけれども、あくまでこの税も含めてですけども、特に普通交付税につきまして

は、これは毎年度、国のほうで地方財政計画を立てております。その中で交付税はこ

のように計算すべきという基準を、情報提供いただいておりまして、これに基づいて

計算しております。その中でも追加財政需要費という項目もございまして、これは国

全体で４，２００億円ほど持っておりまして、これによって例えば年度途中での災害

等に備えるということで留保するようにというような指導を受けている項目もござい

ますけれども、基本的には国から与えられた情報に基づいて試算している、その額を

予算措置しているところでございます。ここ数年は、例えばふるさと納税が当初見

込んだより多く入ってきたりだとか、あと、大きな災害が発生しなかったこと、それ

から令和３年、４年では特にそうなんですけれども、国の国税収入の上振れなどもあ

りまして、途中で追加交付されるなど当初予定していたよりも収入が多く入ってきた

と、そういった状況もございます。また、人件費や公債費など、これまでの行革の効

果が着実に現われてきていると、そういったところもございまして、基金のほうが増

えてきているところであります。令和５年度の歳入の見込みに当たりましても、決し

て過小に見積もっているということはございません。極力みれるものは収入をみて、

そして不足分が６億２，０００万円ということでございます。この後、経済情勢等ど
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うなるかちょっと分からないところもありますけれども、まずは適正な収入の把握に

努めながら、より正確な財政運営に努めてまいりたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○委員長（古仲清尚） 沼田男鹿まるごと売込課長

○男鹿まるごと売込課長（沼田弘史） 私からは、ふるさと納税の増収などに向けた取

組などについてお答え申し上げます。

ふるさと納税につきましては、先日来、ちょっとまずお話になっているところでご

ざいますが、令和２年度をピークにして令和３年、４年度と減収が続いているところ

でございます。

改めて申しますと、ふるさと納税は、市の歳入、財源確保のみならず、委員のおっ

しゃいますように市内の産業振興、一次産業のみならず、とりわけ６次産業化の推進

など、市内事業者が全国にも自分たちの商品を知ってもらってつながりを持って、事

業者としての力をつけてもらう、稼いでもらうためにも重要な制度であるというふう

に認識してございます。

県内各市におきましても様々な工夫を実際にしているところでございまして、例え

ば先ほどお話がございました仙北市などにつきましても、お米が好調なほかにも様々

な商品、例えば乳頭温泉郷などの人気温泉地の旅館の宿泊券など、いろいろなところ

でまた魅力のある返戻品なども作っていると伺ってございます。

本市としましても、魅力のある返戻品ということについては、もちろん力を入れて

取り組んでいるところではございます。あるいはポータルサイトを増やしたりですと

か、返戻品については米以外にも魅力あるもの、それも例えば海産品など、米だけに

頼らないものをもっともっと魅力あるものを作っていきたい、そして、例えば男鹿市

内の事業者同士の商品を組み合わせて、コラボ商品なども考えて、実際に事業者のほ

うにも打診なども努めているところでございます。

まず増入に向けた取組として、それらのような事業者に対する働きかけなども、こ

ちらのほうからもするとともに、サービスを細やかにする、できるだけ寄附をする

方々のニーズに寄り添って、こういうところまでちゃんと考えてくれているんだなと

いうふうなサービスをすることによって、またリピーターづくりにもつながっていく

とも考えてございます。
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いずれ、これらにつきましては、私ども市だけではなくて、当然市内の返戻品を

どんどん力を入れていくんだという事業者の方との連携、あとはポータルサイトとの

間に入って頑張ってもらっている中間事業者、これらみんなで、さらにまたコミュニ

ケーションを密にしながら、実際に打合せの場も多くもって、忌憚のない意見なども

お互いにぶつけてやり取りさせてもらっているところでございます。そういうふうに

しながら、 新のまた戦略なども考えていきながら、あとは旅先納税ですとか、また

新しい手法につきましても、これからもどんどん力を入れながら、またできるだけ寄

附の額もいくらでも上乗せできるようにして取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

○委員長（古仲清尚） 再質疑ございませんか。１番吉田委員

○１番（吉田清孝委員） １回目の質問で通告していて、緊張してちょっと忘れてし

まった部分あります。

地域コミュニティセンターのことであります。１０月１日からのあれですから、市

長あまり組織だとか、縦割り的な部分をちょっと排除したいというか、いろんな部分

であれだけども、私は組織的にきちっとしないと職員の方々、やっぱり事務分掌なり

そういうので書いてるものをきちっとやるという習性というか、そういう気持ちがあ

ると思うんです、まずね。だから、組織をきちっとしながら、あと、横でも何でもと

いった部分は結構ですけども、そういう意味で地域コミュニティセンター通告して、

今度は支援員とか、それから地域担当制だとか、ちょっと気になるのは、この２年の

コロナ禍で、もう市民のそういう地域の人方本当に、船越の例ですよ、いろいろな団

体等で、もうあと慣れたというか、活動しないことに慣れたというか、そういう部分

があるんですよ。そういう中で、市民との協働というよりも、むしろその２年の部分

を盛り返すためには、何としても 初、行政の力を発揮しながら、地域を導いていく

ようなスタンスがちょっと今必要な気がするわけです。そういう中で、組織づくり、

それを１０月１日から、私もこれ懸案であったと思いますけども、こういうふうに出

発されるというのは非常にありがたいことで、そういう形で地域の活性化をしていく

というのは、姿勢というのは極めて良かったなと思うわけです。そういう中で、ただ、

同僚の太田委員もるる話していましたけども、なかなかその役割といいますか、果た

してその地域担当制、そして地域支援員というか、そしてまたコミュニティセンター、
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そこの長といいますか、そういう方々のスタッフで盛り上げていくといった体制とい

うのは、実際１０月１日からスタートしたときに果たしてばっと進んでいくのかなと

いった部分が極めて危惧されます。そういう中で、多分担当課長もそこのあたりは

重々承知だと思いますけれども、そこをどうやってこのコミュニティセンターを中心

に、この２年のあれを取り戻すベく対応策といいますか、それがありましたらちょっ

とお聞かせ願えればありがたいというふうに思っております。

市長のあれと、日本一といった部分で、まず市長の思いを、議会はなかなか、我々

習性で日本一の子育て環境、多分今度、行政視察でも教育厚生委員会で、まず日本で

一番子育て環境の進んでいるとこ、視察先どこか探してみてどうだかといった部分で、

研修しながらというか、どういうのがこの子育て環境であれだのかなといった部分で

議論していくことになるのが、まず通常の我々の与えられたあれだと思いますけども、

なかなか先ほど申し上げましたように、ネガティブ、非常に人口が減っている。いわ

ゆる１年に７０人前後の子どもという中で、出生ですね。そういう中で、どういうふ

うに対策を対応していけばあれだかというのは、我々も研修していきますけども、言

葉というかスローガンだけいかないように、何とか一つそこのあたりを頑張っていた

だきたいなという感じを一言申し上げておきたいと思います。

総務課長から人件費のこともお話ありましたけども、実際税の中で、組織はコンパ

クトに、小さくせざるを得ないのかなといった部分で、逆にデジタル化でも増えてい

るところは増えていると言われればそうかもしれないけども、そこのあたりが非常に

心配しているところで、心配というか、２万５，０００人、２万人になるといった部

分の、せめて５年先の財政計画とかいろんな部分の中で立てながら、数字で何として

いけば男鹿市が財政とか組織とかそういった部分で心配のない行政組織といいますか、

そういう部分でいろいろ検討していただければありがたいというふうに思います。

以上です。

○委員長（古仲清尚） 佐藤副市長

○副市長（佐藤博） 子育てに関しては、吉田委員と市長のやり取りですので私口挟む

あれはありませんので、そこは除外しますけども、ちょっと今のこの予算特別委員会

等々で、ふるさと納税がいろいろと議論されています。ちょっと委員の皆さんにも御

理解いただきたいところがありまして、吉田委員から魅力ある商品と、それが前提だ
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ろうと、これはまさにそのとおりです。全国的に見ますと、もうトップを走るのは南

九州、要すれば牛肉、名だたる牛肉の産地ですね、そういうところ、南九州、鹿児島、

宮崎、それと海産物の宝庫である北海道等々です。これがもう二大地域です。それか

ら見ても、いかに返戻品の商品が魅力あるところが強いかと、もうこれはずっとトッ

プを走っていますので、揺るぎないその点から見ると、まさに委員がおっしゃるとお

りだと思います。当然当市でもそういった魅力ある商品を頑張っていかなきゃいけな

いと。カニもあります。もう一つ、二つぐらい、本当に西の横綱、東の横綱、大関ク

ラスまであれば本当にいいなと思っていますし、そうした意味で今回、メロンなり梨

なりに力を入れるというのも、そういった意味もございます。

今、当面の、近々の対策として、我々がちょっと悩んでいるのは、この 近の状況

を見ますと、どうも急に伸ばしたり、去年まで大したことなかったのに上にきてる市

町村、県内の市町村見ますと、やっぱり秋田は米ですので、特に米に関してきめ細か

なやっぱりサービスしているところは、やっぱり伸びてます。新米をいち早く出した

り、それから今ずり米を定期的に提供したりという、このきめ細やかさが一つまずポ

イントになると。もう一つはサイトの見せ方。うちのほうで１６ぐらいのポータルサ

イトを使ってやっていますけども、その中でも特に、開いたときに、すぐ上のほうに

来るような、そういった見せ方がやっぱりこれ、悲しいかな、やっぱりそこの二つが

非常にポイントになっていると思います。ほかの市町村の悪口言うわけでありません

けども、北秋田の米、うまくないとは言いませんけど、男鹿とそんな違うのかと。仙

北市、温泉ありますけども、男鹿だって温泉あります。そんなんでずっと上にいるの

かと。何で、こんなこと言ったら、こんなこと上にくるかといったら失礼ですけども、

何でうちも頑張ってるのに、向こうさんも頑張っているんだろうけども、こんなに１

年で上に来るのかという、どうも見ますと、担当のほうからも報告受けますと、やっ

ぱりそのサービスのきめ細やかさと、それからそのサイトの見せ方、あともう一つ言

えば、寄附する方ができるだけ簡便に負担なくできるかという、この三つぐらいが、

すぐにできる対策としてはこんなところだと思っています。そこら辺をよくよく考え

て、来年以降対応してみたいと。ただ基本的には、やっぱり魅力ある商品が強いとこ

ろが、これは絶対不動の勝ち組ですので、そこのところはやっぱり肝に銘じながら、

商品開発をしながらやっていくというふうなことを思ってございます。
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市長もしゃべってましたように、いつ終わるか分からないというのが、ていのいい

官製通販みたいなもんだろうというふうによく批判をされることもあります。ただ、

制度があって、特にうちみたいに税収の少ないところは、やっぱりある程度は使って、

参画するからに、やるからにはやっぱり勝大組のほうにいって、一定の税収を確保す

るというところで頑張らなきゃいけないと思ってますので、そこはしっかり対応した

いと思います。

それともう一点、組織と、財政はちょっと置いておきますけども、組織なり職員体

制の件でございます。

総務課長から話ありましたように、我々のっていいますか、職員を見てますと、組

織見てますと、ちょっとぎりぎりのところでやってるんでないかなと思ってます。も

ちろん職員一人一人の資質の向上なり、キャリアアップでもってパワーをつけるとい

うことも大事ですけども、今のスタッフを見ると、ちょっとぎりぎりの状況かなとい

う気がしてございます。ですから、本来であれば年度の初めに異動すれば、そのまま

ずっと年度末までいって、また翌年の異動ということになるんですけども、不幸にし

て一人病欠なったと。もしくは様々な要因でちょっと欠になると、もう途端にそこが

回らなくなってしまって、じゃあほかからということで、年度中に相当の、もちろん

小規模ですけども、異動させているという状況です。そんなことで、肌感覚からすれ

ばちょっとぎりぎりのところでやっていると。もちろんＩＴ等で、それからＤＸ等で

効率するところは効率しなきゃいけないですし、行革ですから、もちろん今いるス

タッフの中でまず頑張っていくというのは、これ当然のことでありますけども、イ

ベントなり様々な行事の割には、なかなか市役所以外のプレイヤーがどうしても少な

いということは、多分委員の皆さんも御案内のとおりだと思います。それともう一点

は、今この少子化、過疎化、人口減で、今お話ありましたように、地域のコミュニテ

ィ、地元の方々にお願いしておけばよかったところが、なかなかそうもいかなくなっ

てきているということで、どうしてもやっぱり行政が手を差し伸べたりサポートした

り一緒に頑張るというところの局面が非常に多くなってきているというところがあり

ますので、そこら辺のところをどうやって頑張るのかと。ただ、かといって、どこま

でもこれ、職員を増やしていってということでは話になりませんので、どうやってそ

の役割分担なり、市役所以外の方のプレイヤーを育てていくのかということを考えな
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きゃいけないかなと思ってございます。昨日の話ありましたように、社協、やっぱり

ほかの市町村から見ると非常に体制弱いんですね。あそこをしっかりしてもらわない

ことには、福祉課の職員を何ぼ増やしても、毎度毎度夜の８時、９時までがん首そろ

えて残業してるしかないわけでございますので、そこら辺を今の現状を少しでも変え

ていけるような形で、外の民間の皆さん方、団体の皆さん、ほかの機関の皆さんにも

頑張ってもらえるような形の仕組みを、これから少しずつ整えていきたいと思います

ので、御理解いただきたいと思います。

○委員長（古仲清尚） 杉本企画政策課長

○企画政策課長（杉本一也） 地域コミュニティセンターについてお答えをいたします。

地域コミュニティセンターへの移行は、広聴や市民相談といった出張所機能、それ

から生涯学習を展開する公民館機能、さらにはこれに地域づくりの拠点としての機能

を加えた各地域それぞれの特性を生かした地域づくりを推進するものであります。こ

の背景には、これまで様々議会の中でも議論ございましたけれども、人口減少や少子

化、それに核家族化、そして今、地域活動の担い手不足や各組織のリーダーの成り手

がいないといったこと、こういったことを背景に地域コミュニティ活動が減退してい

ると。先ほど委員からもお話ありましたけども、各地域で活動しないことに慣れてい

るというふうな発言がありましたが、正直、活動までいけないというんですか、これ

近の話で、各地域によっては振興会の総会もコロナを理由に、これは今の話です。

今、この２月の話ですけれども、コロナを理由に振興会の総会も開かないでいるとい

う、そういった状況がございます。こういったことで地域の元気が失われていると

いったことを何とかしなければならないとの思いから、地域支援体制を転換すべきと

いうものが今回の我々の考えであります。今の時代にあわせて、利用が少なくなった

業務、あるいは今後少なくなるであろう業務は廃止して、新たなところに力を入れて

いくというふうな考えであります。

１０月以降の職員体制でありますけども、各施設のトップとしてセンター長、それ

に集落支援員、公民館業務を担当する３名体制を基本と考えており、限られた人員で

の運営であるため、相互の協力が欠かせないというふうに思っております。お互い協

力することによって相乗効果も期待できるというふうに思っております。昨日、吉田

洋平委員から集落支援員の夜間や休日勤務の質問に、私がその対応は難しい旨の答弁
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をしておりますけれども、その後すぐ庁内で話合いをしまして、地域に寄り添った対

応となれば、そういった時間での勤務も必要だろうというふうなことで、可能な限り

対応していくこととしております。

また、委員の考えの中では、施設のリーダーとなるセンター長の人事を含めた体制

ということを心配していただいておりますけれども、これについては、全施設という

わけにはいきませんけれども、一部に現職の職員を配置することも視野に、現在、

終の詰めをしている段階であります。

先ほど申しました出張所機能と公民館機能、それから地域づくり機能という点の地

域づくりという部分での取組として、目につくのは、中心となるのは集落支援員の配

置、また、それに伴う地域の独自事業の展開であると思います。今後、これについて

の予算、令和５年度はまだ集落支援員の人件費だけですけども、今後はこういった事

業展開の予算もこの後計上させていただきたいというふうに思っております。

ただ、これについては、まずは地域からの協力を得て、現状と課題を洗い出す集落

点検がスタートとなります。集落点検を踏まえて、各地域がどういった取組をしてい

くかということを決定してから始まるものであり、今の段階では具体的な取組を

ちょっと話すことはできませんけれども、我々が想定している事業、今後、地域に提

案する事業としましては、自家用有償運送の実施、これは公共交通に代わる代替の手

段であります。あるいは買物支援事業、買物支援といっても民間の、今想定している

のは福祉施設で使っているバス、これを利用時間外に活用できないかということを地

域のほうに提案したいというふうに思っています。あるいはＧＢビジネス、Ｇはじっ

ちゃん、Ｂはばっちゃん、地域の山菜等を採って産直で販売しているような事業展開

です。あるいは、これは行政側のほうの支援にもなるんですけども、住める空き家

マップの作成や地域お助け隊の結成、これは高齢者宅を今、シルバーでお願いしてい

ろいろ事業展開しておりますけれども、地域の方でそういうところの労働力といいま

すか、地域の方で除雪や草刈り等の手伝いはできないか、こういったことの提案をさ

せていただきたいというふうに思っております。様々申しましたけれども、根底には、

人と人との触れ合いと外出機会の創出、こういったことを図っていきたいというふう

に思っております。

また、各団体のリーダーの負担軽減を図る目的として、各団体の統合や地元事業者



- 166 -

からの協力を地域にも提案していきたいというふうに思っております。団体数が減る

ことでマンパワーを集中させることと、あとは会議等の簡略化ができるであろうとい

うふうに思っております。事業者から協力を得ることで活動の幅が広がるだろうとい

うふうに思っております。こういったことで地域の組織といいますか、民の部分の組

織に刺激を与えていければなというふうに考えております。

さらに先日、鈴木元章議員の一般質問でもありましたけども、外出の機会が少ない

高齢者、家に閉じこもったきりの方々が多いというふうなお話もありましたけれども、

そういった方々がセンターに来所し、気軽に相談に応じる、我々、地域保健室とか市

民面談というふうな呼び方を今しているところですけども、こういった地味な取組を

通して誰もが気軽に集えるきっかけづくりをしていきたいというふうに思っておりま

す。こうしたことが地域活性化とともに、市民の外出の機会を増やし、市が進める健

康づくりにもつながるだろうというふうに思っております。１人１日１，５００歩多

く歩くことで年間の医療費が３万５，０００円削減できるという国のデータもござい

ます。こうしたほかの施策とも連動させることで、地域にとって、また、市民にとっ

て有効な取組になるよう進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

○委員長（古仲清尚） 菅原市長

○市長（菅原広二） 委員の皆さんに御理解願いたいんですけども、都城市、御存じで

すよね。宮崎県の一番南です。そこの市長とお会いしたことあるんですよ。昨年の市

長会のとき。そのとき、フィロソフィ、都城フィロソフィというのを作ってたんです。

それで、その真似をしたわけじゃないですけども、うちのほうも、なまはげの里フィ

ロソフィ作りました。コロナワクチンの接種率が極めて高いんです、都城市が。それ

で、どういう理由だって聞いたら、やっぱりフィロソフィだと。今回のあれですよね、

マイナンバーカードも９０パーセントぐらいいってるんですよ。秘書にすぐそれで連

絡して、どういう理由なんだと、どういうふうにして普及活動やってるんだという話

を聞いてくれって今頼んでます。頼んできましたけども、やっぱり影響あるんです。

都城のフィロソフィよりは、なまはげの里フィロソフィのほうがずっといいんです。

何とかそこを広めていって、みんなでやっていくんだと、市民もみんなでやってい

くんだと。今のふるさと納税、それから日本一の子育て環境つくっていくとか、そう



- 167 -

いうのをみんなでやっていくという、そういう気持ちが非常に大事だと思いますので。

ただ、その限られたばかりでやっていくんじゃなくてやっていくと。それから、参加

していくということでやっぱり大事なのは、今の地域の支援員が来るときにたびたび

スタッフが話していますけれども、任せるんじゃなくて一緒にやっていくんだと。私

は日頃から口酸っぱくなるぐらい市役所の職員に言ってます。コンサルに委託するん

じゃなくて、コンサルと一緒にやっていくんだと。こっちが本気ならないと、あっち

も本気なっていかないと。だから今の支援員でも地域おこし協力隊でも、みんな同じ

だと思います。何とかこっちがそういう高いって言わないけども、高くなるように頑

張って、フィロソフィなり男鹿の良さをＰＲして、それで一緒にやっていくと。

今日の朝、私に東京の知り合いから電話きて、ＥＵの幹部が銀座のなまはげレスト

ランで会食したらしいんです。そのとき、そのナマハゲに対する反応がすばらしいと。

これはキラーコンテンツですよねと。今はちょっとうまくないのは、男鹿とナマハゲ

が結びついていないんですよ。男鹿市とイコールナマハゲが結びついていない。そこ

あたりもっとＰＲしていきたい。この前のやっぱりなまはげ柴灯まつり見て、まだま

だこれからだなと、ナマハゲの心を浸透させていくと、本質的なところを理解しても

らうと、まだまだ男鹿が売っていけるし、私が言ってるその利益を求めるんじゃなく

て、やっぱり男鹿の心を広めていくと。広めて、多くの人に理解してもらうと、男鹿

のよさを、そういうことがやっぱり大事だと思います。

ひとつフィロソフィのこと、ちょっと嘲笑している人も多いので、なんとかよろし

くお願いします。

○委員長（古仲清尚） さらに質疑ございませんか。１番吉田委員

○１番（吉田清孝委員） 都城市といえば、図書館を造って、図書館を中心としたまち

づくりで、これね、そういうあれだということだけは私知ってます。非常にあれです。

終わります。

○委員長（古仲清尚） １番吉田清孝委員の質疑を終結いたします。

次に、９番畠山富勝委員の発言を認めます。９番畠山委員

○９番（畠山富勝委員） お疲れさまです。私から通告しております２点について質問

させていただきますけれども、なるべく秋田弁でなく標準語で質疑したいと思います

ので、ひとつ御理解お願いします。
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１点目は、多面的事業の支払金の考え方についてお尋ねいたします。

この多面的事業というのは、言うまでもなく平成１８年に政府が立案し、そして１

９年度にそのそれぞれの事業化されて、全国の自治体がそれに取り組んできたと。出

発がそういう経緯があるわけですけれども、その当時、男鹿の場合は、六十数か所の

該当なる地域があったんですけれども、出発という関係もあって、男鹿市で３地区と、

五里合２地区、そして北浦は真山という３地区で取り組んできているわけですけれど

も、この多面的事業というのは、言うまでもなく農業者以外の方々が農業用水路を利

活用して、そして地域の方々が活性化につなげていっていただきたいという一つの

ベースがあるわけです。いろいろな事業の取組の中で、もちろん農業用水路補修事業

とか草刈りとか、あるいはまたため池等の管理、そういうのが義務化されている中で、

農業用水路沿い環境整備事業というようなことも義務化されて、県道端に花を植えて

みたり、そういうのをやってきているわけです。地域の方がね。

それはそれでまずこの話はまず際さ寄せておいて、このたびの議会の中でいろいろ

空き家とか空き地のことについて話がありました。私もこれ、何とか地域でこれ何と

かこれ、昔のよき時代のように、地域がみんなしてこれ助け合って解体する方法ない

だろうかなと思って考えていたところでございますけども、たまたま解体に当たって

は３０万円から５０万円と、Ａランク、そしてＢランク２０万円だと。併せて、地域

がやるのであれば８０万円と、そういうふうな企画されてきてる。これは私、深く

入っていけば、私の所管ですので、そういうふうな事業の中で、私は地域で、いわゆ

るその景観整備事業の中で、その地域の人方がまとまって手を差し伸べるときに、こ

の多面的機能の金というのは使うのが、それ可能なのかどうか、その辺のところをひ

とつお尋ねいたします。

それから２点目については、このたびの予算編成の中で、私どもは１年間、議会の

中で話してきたことを取捨選択して当局はひとつ予算編成すると思いますけれども、

その中で昨年の６月頃であったかと思いますけれども、私は造林再生、いわゆる造林

事業についての循環型林業について取り組む気持ちはと尋ねたところ、いろいろ課長

はやりますという話であったんですけれども、このたび何かこの予算書を見ますと、

そういうのがあまり、その部分にはついていないと。まさか森林環境保全直接支払交

付金の中、昨年度は少しばかりの剰余金が出ているけれども、やっぱり昨年度の実績
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を踏まえて予算つけると思いますけども、このたびでんめえだ予算出てると。そうす

れば、これにまぶしたものなのか、それとも循環型林業って別にあなた方考えて、予

算つけれねがったのは何を理由でつけれなかったのかなと、そこのところひとつお尋

ねします。

○委員長（古仲清尚） 答弁を求めます。鎌田農林水産課長

○農林水産課長（鎌田重美） そうすれば私のほうからお答えいたします。

あくまで畠山委員、多面ですよね、中山間でなくて多面的のほうですね。

○９番（畠山富勝委員） あや。多面的って、あれ元は農地、水で出発したね。

○農林水産課長（鎌田重美） 分かりました。一応、二つ種類ございますので、そうす

れば多面的のほうでお答えいたしますけれども、基本的に多面的の支払交付金につき

ましては、農地、それから農道、それから水路と、それに関する保全に関することで

ございますので、さすがにその建物に関しての活用はできないものとなっております

ので、よろしくお願いいたします。

あとそれから、林業の件に関してでございます。一応、前に検討していくという旨

答弁してございます。一応私どものほうで植林、それから下刈りに対する助成につい

てのかさ上げについて検討してまいりました。その中でちょっとほかの町村のほう、

一応注視していたところなんですけれども、今年４月から男鹿市、それから五城目、

それから湖東の森林組合、合併してまいります。検討していく中で県内の町村、どれ

だけこういうものに助成しているのかというのも調べたところでございます。その中

で県内では２５市町村のうち１５やっていると。その中で、合併するそのほかの五城

目さんだとか湖東のほうでは助成を出していないと、そういう状況でございました。

去年の９月ですけれども、五城目町さん、どうも森林組合のほうから要請があって男

鹿市並みに出してくれということで、五城目町さんのほうで男鹿市と同じく１６パー

セントの助成金を措置しております。今まで五城目町さんやってなかったわけなんで

すけれども、やはり今回の森林組合の合併を目指しまして、私どものほうと足並みを

そろえようという御配慮があったものだと思われます。

いずれそのほかの市町村の部分もございますけれども、いずれ今、せっかくその足

並みそろえていただいた段階で足並みを乱すというのもいかがなものかということで

ございましたので、このたびは一応、令和５年度の当初には上げておりませんけれど
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も、いずれ今、合併して森林組合の中で話合いしていく中で、いずれまた各町村、当

然ある場所も違えば、森林のサイズも違ってきますので、いずれ男鹿市につきまして

はゼロカーボンのことございますので、かさ上げしていく方向でまた検討させていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○委員長（古仲清尚） 再質疑ございませんか。９番畠山委員

○９番（畠山富勝委員） なんもよろしぐね。まず、この多面的機能、建物という、う

まぐねと。何かね、まず役人の人方って、これ使えばこういう国の会計検査に引っか

かるんだべがというような感じで及び腰なるわけですけども、基本的にいえば、地域

の人方が知恵、体、労力を出し合って、景観、農業用水路沿い景観整備事業となって

いるわけですよ。必ずしも県道端さ花を植えるのが景観整備でねえわげだすよ。建物

が飛来して朽ちかけてると。腐れかかっていると。だから、何も地域がやるから上限

８０万円でなくても安くかかるわけですよ、地域の人方が携わるということは。これ

もう一度考えたほういいと思いますよ。だって環境整備事業なんだもの、農業用水路

沿い環境整備事業ってば、そういうのも当てはまるんでねすか、ちょっと検討してみ

てもらいたいと思いますよ。

それから今度まずその、まあまあ五城目ああだのこうだのって言うたたって、男鹿

市の森林組合の過去を考えてみれば、やっぱり当初は男鹿市が、男鹿市そのものが出

資５割前後してあったすよ。それが国や県の指導で、まず戻してるすべ。で、男鹿市

が借金ぐるみだった、男鹿市の森林組合、１億円以上の借金。何で借金を抱えたかと

いうとバブルのときに土地買った。それから東北に例のない製材機を買った。その製

材の機械買ったったって、その専門家がいないもんだから、 新だばレーザー光線で

バーッとふでいぐたたって、木のくせ見れねがらふでったあど曲がっていくと。それ

でもう駄目なっていくと。借金ぐるみであった。だから、県の指導で五城目、井川、

そういうところと合併したほういいと指導あったけども、２回ばかり、二倒なってる

すべ。今やっとそういうのクリアして、そしてその三次までも裁判に掛けられて、そ

して負けてると。今度、自分の周りとるけで、今当たり前の体なって、そして五城目

も井川のほうも一緒にやっていきまょうとなってるんだもの、なしてこれ五城目あん

だのこうだのって。確かにそのとおりだすよ。この環境整備、直接支払事業、これは

かっては五城目もやっぱりあのときの林業、自治体であったすよ。二大政党の中で、
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今言う北島金森とか加賀谷力司、二大勢力の中で林業を引っ張ってきてる。それが確

かにこの私の資料の中においては、令和４年４月２０日現在で五城目はね自治体は何

も出してないわけですよ。これからいけば、循環型林業なんですよ。枯渇してしま

うんですね。私いつも資源が枯渇すると言ってるでしょう。だから植付け、植林、そ

して下刈りというスパンの中で、県が６８パーセント、全体のですよ、大体１ヘク

タールで１５０万円、全体の６８パーセント出してると。市町村がそれぞればらつき

があると。五城目は何もやってない。そして自己負担が男鹿市の場合は１６パーセン

トなんだと。そうすれば、１町歩１５０万円、１６パーセント、林業というのは５０

年スパンなんだ。でなければ金ならないんだもの。だからみんな衰退していって、国

はこうではならないということで、三公社五現業で、少なくても今残っている林野庁

が窓口になって旗振ってやってるすべ。だから、私はね、何でもかんでも一般財源と

か財調から出せと言ってるわけでないんですよ。私は財政の仕組みなんて、全然薄っ

ぺらで分がんねすよ。豆腐作るときの湯葉みたいなもんで、薄っぺらなもんですよ。

だけれども、私は財調を崩せとか、そういう話でないんです。環境譲与税から今度環

境税になるすべ。課税対象の人方から１，０００円ずつもらうと。今それ先立って秋

田県は森づくり税で８００円ずつ、１，０００円もらったども金余らかせて８００円

になっていると。非常にこの環境税、使い勝手があるわけですよ。そこのところをな

して利活用しながら、かででけねがった五城目に対して男鹿市が先駆者なねばねすべ。

先駆けてやっぱり進めていがねばねすよ。だって、その１０ヘクタール１５０万円、

１ヘクタール１５０万円の中の１６パーセントって、誰も５０年スパンの中でだばね、

サイクルの中では、２０万前後の金なんて出して、じゃあ俺の林やってけれと。誰も

いねすよ。だから、これだだって公の仕事になるから、寒風緑化とか森林組合とかい

ろいろなとこころで下刈りしていくけれども、若い人方が人手が足りねぐなってくる。

だから私は今、地域おこし協力隊の人方で、あるすべ、下刈りの講習とかチェンソー

の講習とか、それやってるすべ、臨防災。そういう組織の中で申し込めと。いや、こ

れ企画のほうでやってるかやってねがって、俺はそれは答弁いらねすよ、私の所管で

すので。そういうふうにやって地域おこし協力隊が取り込めるっていうのは、移住・

定住というものを一つの目標にしているわけですよ。その地域おこし協力隊なんて、

３年間の期限終われば、この男鹿市内に就職しても大変なんだすよ、この、税金高く
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て。今まで国の金でもらっているのが、今度、男鹿市内にじゃあ時給１，０００円以

上出してるところあるんだかと。だから先行き男鹿市に移住・定住してくださいと、

地域おこし協力隊で男鹿を好きになっていでくださいといったって、いれない状況の

中なので、その道筋をこういうものつけてやるべきなんだと。国の制度だすよ、これ。

今、日本全国、今、一律、課税対象から１，０００円ずつもらえば６００億円という

財源が見込まれてる。それをまず地方に配分するわけです。こういうのを使う道ある

べ、使い勝手の道があるんだもの。なしてそういうやつをよ、それ、もうちょっと

やっぱり真剣になってもらわねば、農林漁業というのを標榜している以上はね、ただ

五城目だの、井川なのって、確かに五城目は何もやってねすよ。潟上だって何もやっ

てね。同じ一緒になる、今、八郎潟、井川、こういうところ何もやってないけれども、

今取り組もうとしてるんですよ。だから、やっぱり男鹿は先駆者としてやっていきた

いと思うすよ。今まではんちけなってあったんだもの。それもう一度、だからこの森

林環境譲与税、これはまず一発で来るわけねすよ。段階的に来るすべ。だから基金を

設けてるんでねすか。だから私はこの後のね段階的に来るんだから、私、補正などで

考える余地があるのかねえか、この分については農林畑に精通している副市長からひ

とつ考え、いただきたいと思います。

○委員長（古仲清尚） 佐藤副市長

○副市長（佐藤博） まず、その空き家の屋根ですか、解体までいくかどうか分かりま

せんが、そっちのほうをちょっと先にお話したいと思います。

さっき課長も言いましたように、直払いは多面と中山間ありますけども、多面は

やっぱり委員おっしゃったように、農地、水から始まったということで、多分農業生

産施設でないと多分駄目だというふうな話になると思います、これは。いつも担当職

員もしゃべっているのは、グレーであればやれと。グレーであればいいんです。なん

ぼかでも白っぽいやつ混ざっていればオッケーだと。やれと。それはあとはなんとで

もなるからという話で。仮に会計検査に引っかかって持っていかれても、国のほうの

指導が悪かったということで済ませることなんぼでもありますので、それはいいんで

すけども、もしかすればこの件に関してはなかなか厳しいんでないかなと。それで、

もし可能性があるとすれば、これは多分中山間のほうだと思います。中山間、委員の

ほうでやっているはずですよね。あれは個人払いのやつと、それから共同払いのやつ
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ありますので、もともとこの多面よりも前から始まっている、平成１２年から始まっ

ているやつですので、多分集落の協定かなんかで、要するに地元で合意形成を得られ

れば実施できるという可能性がありますので、そっちのほうをちょっとメインにして

国のほうに問合せ、県のほうに問合せしてみたいというように思ってございます。

おっしゃるとおりに農地だけでなくて、周辺の林地の整備とかなんかもこれ対象に

なっています。ただ、危惧されるのは、やっぱり農地とかそういう林地とか土地に関

わるものだったら、相当まず十分グレーなんですけども、建物となるとやっぱり、も

ともとの所有者がいる中でというふうな話になると、やっぱりモラルハザードの件も

出てきますので、そういったところで今回、市単独でこういう形にしたんですけども、

そこら辺も含めてちょっと確認したいというふうに思ってございます。それが一点で

す。

それから、森林整備推進事業、要するに造林補助事業に関わる地元負担といいます

か、農家の方々の森林所有者の負担軽減。まず、各委員の皆さんにも御理解いただき

たいのは、さっき課長から話ありましたように県内市町村の中では、委員も資料持っ

てらっしゃると思いますけども、上小阿仁村がというよりも、もともとはこの事業は

あれですね、私有林の森林整備、下刈りとか除間伐、こういった作業を森林組合にお

願いすると、やってもらうと。山持ちの方がです。その場合に、国・県で５１と１７

ですから６８パーセント補助して、残り３２を地元で出さなきゃいけないと。で、こ

の３２のうち、今、当市では半分助成してございます。多いところは、やっぱり上小

阿仁村は３２パーセント全部持ってますし、それから木都の能代市は３０持ってると。

県平均は９パーセントぐらい、やってないところもあるということはさっき委員から

も話ありました。ということで、そういったところを比べますと、現状でも遜色ない

支援はしているということはまず御理解いただきたいと。その上でですよ、森林の所

有者が、委員からも話ありましたように、今この時代に、これから、今もう大きく

なって伐採間近ってやつだったら、それは例えば間伐するかもしれませんけども。こ

れから造林して保育してやっていくということに対して、今の山持っている方々が、

果たして私の孫子の代になれば、これは大きくなって家も建てられるなんていうこと

で金を出すとは到底思えないと。再造林は実質的に多分これは森林所有者にお願いし

ても困難だと。これまず明らかなわけです。ですから、従来の補助事業では、これは
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皆伐、再造林は無理だということで、県のほうでも委員から紹介ありましたように支

援するという形だと思います。その場合には、受け手となる森林組合のほうにも金や

りますし、それから出しのほうにもお金をやるということは、その類いだと思います。

これは森林だけでなくて、さっき市長から話されましたようにゼロカーボンシティ

も宣言してます。カーボンニュートラルに向けての取組の強化にもなりますので、こ

の残った１６パーセント、これの引上げについては、早急に前向に検討したいと思っ

てございます。委員からも紹介ありましたように譲与税、これでも対応ができると。

前は駄目だったんですよね。去年の委員から９月にやったときには、そういう話は残

念ながらなかったんです。もともと補助を出しているやつに、補助残にまた補助とい

いますか、国のほうの金入れるというのはどうかという話あったんでできなかった

もんですから、その話が来たときも、去年の９月の委員会で、このところでした、確

かね。すぐ担当が私のところに来て、これこれこういう状況だということで、私は、

だとすればそれはちょっとね、今はなかなか手出しできないなということで、担当の

ほうはちゃんと相談して、私のところで却下した経緯がありますので、そこは委員、

御理解ください。

ということも踏まえまして、この１６、やっぱり農家負担はゼロにすべきだと私は

思ってます。県のほうからも支援もきますけれども、それを差し引いてもやっぱり限

りなくこれはゼロに向けて前向きに早急に検討したいと思います。

なお、広域森林組合の話は、多分途中で、男鹿だけでやれれば本当は一番いいんで

しょうけれども、広域でやらなきゃいけないということで、多少の足並みということ

は多分担当のほうではやっぱり気にはすると思いますけども、委員から話ありました

ように、せっかく広域になって森林がスポットを浴びているところですので、男鹿市

がその中でリードするような形で、支援をリードする形で話できればいいと思ってま

す。補正できるか、来年の当初なるかは、ちょっとそれは確約できませんけども、少

なくとも１６がゼロになるような形で前向きに検討したいとはお話したいと思います。

以上です。

○委員長（古仲清尚） ９番畠山委員

○９番（畠山富勝委員） あっぺのほうがらしゃべるども、これあれだすな、私はこれ、

頭から離れないのは、去年の８月１５日のさきがけ新聞であったと思うすよ。県は本
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腰を入れて民有林を再造林やっていくという記事があったもんだから、それまず頭さ

こびりついての話だわけです。なんとかひとつ前向に、ぜひ前々前向きにいってもら

いたいと思いますよ。

それから副市長、今ね中山間というけれども、中山間のところで家建てている人っ

ていねわけだすよ、建てた人というのは。中山間っていうのは、俺の認識だば、急傾

斜、緩傾斜という位置づけあって、急傾斜の場合は１００メートルいって５メートル

だか何ぼ下がってるところの中山間の該当なるんだと。緩傾斜はそれに満たない部分

をなんか、緩傾斜、位置づけ、緩やかな。だから、そういう昔からそんなに狭隘なと

ころさ家建てて空き家なってるところねえわけだすよ。だから、果たしてその金が中

山間で使えるのかというのは、やっぱり私も疑問に感じます。

○委員長（古仲清尚） 佐藤副市長

○副市長（佐藤博） どっちも厳しいとは思いますよ。ただ、可能性あるとすれば中山

間って私は思います。というのは、今おっしゃったように、中山間にお金をよこすそ

の基準となるのは急傾斜、緩傾斜というところでの１反歩何ぼと。それを５年間維持

する協定結んだところには幾ら幾らやりますよという形なんですけども、もらったお

金の使い方とすれば、その急傾斜地に家建ててなくても、そこのエリア全体、集落全

体といいますか、その地域全体で合意なれれば、少なくとも多面よりはですね、農地、

水よりは幅広に使えるような制度ですので、そっちのほうが可能性あるんでないかな

ということでお話したやつです。どっちにしても、ちょっと県を通じて国のほうにも、

抜け道ったら変ですけども、グレーなるような事例があればですね御紹介したいとい

うふうに思っていますので、まずちょっと待ってください、それは。

○委員長（古仲清尚） ９番畠山富勝委員の質疑を終結いたします。

次に、８番佐藤誠委員の発言を認めます。８番佐藤委員

○８番（佐藤誠委員） 私からは、４点通告してますけども、オガーレの経営について

は、ちょっとこれはやめたいと思いますが、まず 初、これは今回の議会でもいろん

な形で、３月１３日から、まずマスクの問題で、いろんなところでどうするんだとい

う話で、学校関係はどうするんだとか、それから病院関係はどうするんだと、ちょこ

ちょこと聞いています。じゃあ本元の市役所はどうするんだろうかってやっぱり気に

なっておりまして、市役所は今どういう体制でいくのか。企業さんにおいては、い
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ろんな企業ございまして、ここはどうする、こうするっているのを決めて打ち出して

きている、そういうときだと思いますけど、市役所自体の例えば１階はどうするとか、

窓口はどうするとか、そういうのを決めて方針を出していらっしゃるのか、それを、

みんな個人個人だって言いますけども、市役所としてはどう考えるのかなということ

を伺いたいと思います。

それから２番目としては、船越こども園の入札不調の件ですけども、原因及びその

対策、それから今回、７割ということで、当初１７億７，０００万円ということで、

議会のほうでもそれを了解して入札までいったわけです。それが残念ながらこういう

結果になってしまって、もう間に合わないから１年延期ということに対しての、もう

少し検証が必要かなということを思ってございます。昨日もいろいろな議論がござい

まして、佐藤理事からも説明がございました。私も仕事柄もあるので、頭の中で理解

できないと、いろいろ疑問が湧いてくるので、すっきりしたいなと思っているし、何

よりもまず、この１年延びたとはいえ開園させなきゃいけない、させたいと思う気持

ちがありますので、必ず成し遂げたい、そのためにちょっと議論をしていきたいなと

思ってございますので、そういう思いだということを御理解いただいて聞いていただ

ければありがたいと思います。

本当に残念ながら、これ、一般の方に、今回不調になったということで、市民の方

もかなり言われますし、私も業者のほうからもかなり言われますし、話も伺っていま

す。正直な話、一旦やめてしまえばいいでねと、オリンピックのあのスタジアム、国

立競技場みたいに、ザハ案ですか、ああいう案が一旦やめて、そして別の案になった

ということと似てるんじゃないかと捉えている市民の方もかなりいらっしゃっいます。

でも、実際それができるのかということを聞いたとき、やっぱり難しいと言うんでね

えかなということを言ってる話も聞きます。一旦プロポーザルで決まった業者が出し

てきたその案に対して、例えば近いところでは秋田の市立体育館のああいうところで、

結局あれはまた、一旦決めてしまった案に対して、後でああだこうだっていうとまた

裁判起きたり、そういうのも現状であって、本当に何とかその、私が思うにはやっぱ

り設計変更しかないんじゃないかなと。設計変更を一生懸命やって、そこに近づけて

いくしかないんじゃないかなということを私は感じておりますし、いろんな業者さん

と話して、それしかないよねって、成し遂げるには設計変更しかないよねということ
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を感じています。

ちょっと一番びっくりした話を聞くと、市内の業者さん、ＪＶを組んで取り組まれ

た業者さんの話も聞きました。図面を見た人から聞きました。そして、そのときに、

私たちはパース、鳥瞰図といいますか、上から見たあの丸いやつを見ましたけど、い

やぁ違うんだでって言うんだすものね。だから、円形を、アールをただ、例えば直線

で、昨日、理事もおっしゃっていましたけど、直線の面でつないでいけば、それは安

くなると。それは私も直感的に思います。でも、それだけではないみたいな感じなん

ですね。もともとの、これは私、図面見てないから、見た人の話を聞いてそれが事実

かも何も確認してないんですけど、我々見るのは上から見て円形だろうなって思うん

だけど、それじゃなくて、佐藤さんあれだよって、壁がね垂直でないんだよって。壁

も曲がっているんだよって、アールついたりしてるって。平面的にアールついてで、

壁もこうなって絞らいでれば、何としてこれへば枠つけらんだと。もう３Ｄでもって

やっていかないと、その型枠もつけられなくなる。ここの部分はこういうアール、こ

ういう角度、それ一個一個全部違って、全部特注なるんだでって話。ましてやＲＣっ

て鉄筋コンクリートで造るわけですから、鉄筋入れるって。考えでみれって言うんだ

もんね。一本一本、ここのやつは角度もこうだし、こうだしって。３０センチ離れた

ときに次の鉄筋入れるときに、角度違うし、長さ違ってきて、全部一本一本全部特注

なんだでって。こういう図面なんだっていう話だったんです。となると、いや、これ

は無理だよねって、やる人いなくなるよねっていうのが実感。型枠だって、型上さ逃

げるよねっていうことです。そういう図面だったのかということは、私は見てないか

ら分かりませんけど、そういう話でした。だからそれを例えば、私が言いたいのは、

これ、男鹿市は今度、設計変更していかなきゃいけないと私は思うんですけど、多分

プロポーザルで選んだということは、何かが良かった、絶対外せない何かが、ポリ

シーがあって、ここだけは外せないよなっていうものが一つあるのかどうか。そこだ

けは外してもらっちゃ困るということで設計変更かけるのか、それとも、全部チャラ

にしてもいいから、もっと、例えば１７億７，０００万円で収まるようなプラン考え

てくれというのか、その辺がはっきりしているのかどうか。

それから、そもそも１７億７，０００万円、今予算書見ると１７億９，０００万円

なってきますけど、２，０００万円ぐらい上がったと。何で上がっているのかなと
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思ったけど、確かに去年の１１月ぐらいに生コンが３，０００円ぐらい上がって、今

年の初めにまた２，０００円ぐらい上がって、あっという間に５，０００円上がって

しまった。せば５，０００円で今、生コンどのくらい打つのって言ったっけ、やっぱ

り４，０００立米ぐらい打つと。４，０００立米打って５，０００円ってば、ちょう

ど２，０００万円だなって。２，０００万円これで上がったのかななんて勝手に思っ

てはいるんですけど、それくらい値段が上がってきている。そういう状況なわけです、

今現在。そういう中で今現在、この１７億７，０００万円、１７億９，０００万円で、

本当にこの、今現在ですよ、今後値段上がる上がらない関係なく、賃金上がる上がら

ないそこ関係なく、今現在で１７億９，０００万円で本当に造れるものなのか、プ

ラン。設計が本当にできるものなのか、そしてまた、そうやってお願いしているのか、

市役所から。これで造ってくれということでお願いしているのかどうか。それで分

かったよって設計事務所が言ってくれているのか。そして、もっと言うのならば、そ

の設計者が、積算した人が責任をどこまで持てるかって。今回の問題は、どんどん

どんどん資材も高騰したり賃金も上がってきたりして、そういうのもあったんだけど

も、そういうのがやっぱり予想できなかった、世界情勢もありますけども、それとま

た議会に報告がなかなかうまくなされなかった、そういうのもありましたけども、も

うやっぱり今度はちゃんとやらないとできないよと。また同じような形でなんぼ、い

や足りないからアップさせでけれっていっても、なかなか難しい問題なってくるなっ

て思います。まず私が聞きたいのは、１７億９，０００万円でこれ本当に今現在でき

るのかどうか。

それから、今後の資材高騰のパーセンテージ、市では何パーセントぐらい見るのか。

田議員の一般質問の中で、農業資材のパーセンテージを１４パーセントから１７

パーセントとかってうたっていましたけど、そういうような数字をちゃんと持って考

えているのか、せばそれを今度プラスしてやらないといけないという覚悟が議会とし

ては持たないといけない。今１７億９，０００万円ありますけど、あと何ぼ上がる予

定なんだがっていうことも腹積もりしておかないと、これ完成できないと思うので、

私はそういうことを感じています。

本当に、これ一回言ったことありますけど、今の円形のやつはやっぱり何ていうか

な、パース見ると格好いいけど、鳥と飛行機から見たときしか分からないような感じ
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で、現地に立つと本当に正面しか見えない。あんな格好いいところは何も見えなくて、

あれは設計屋さんがやっぱり格好良く見せるための工夫なわけで、それにやっぱり

みんな心躍らされるわけであって、本当に中身をきっちりと詰めていかないといけな

いなということを思いますが、その辺のことをちょっと伺いたいと思います。

もう一つ、今日もちょっと話題に出てますが、ゼロカーボンの件をちょっと伺いた

いと思います。

これまず市長が、こうして宣言されて、とてもいいことだなと、そこに向かってい

く気構えを示してくださったんだなと思ってますけど、ただ、掛け声だけでなくて、

やっぱりある程度市長にも何かこの道筋といいますか、計画というか、これこのくら

いやればこのぐらいなるんでないかなと、ここをこのぐらい見込めそうだから、この

ぐらいなるんじゃないかって、それに向かっていこうとする何か大まかなものがあっ

たのかなと。よし男鹿市、先に頑張ろうっていう気持ちに、みんなを引っ張っていこ

うと、こうやったらできるから頑張ろうっていうようなことが、市長の中にあったの

かなって、あったらその思いを聞かせていただきたいし、大体その、と思っていまし

た。

それから洋上風力に関しても、これはやっぱりゼロカーボンの対象に何か男鹿市は、

いくらか貢献なるのか、それも伺いたいなと思っておりました。

以上です。

○委員長（古仲清尚） 答弁を求めます。八端総務企画部長

○総務企画部長（八端隆公） そうすれば、私のほうからはマスクの着用について答弁

させていただきます。

市役所としてどうするのかという部分でございますが、一応今週末に会議をしまし

て、方針、市役所としてどう対応するかというところを決定する予定でございます。

厚生労働省で示しているマスクの着用の考え方が基本になるというふうには考えてお

りますが、ただ、市の窓口事務とかそういう不特定多数の人と接するようなところに

つきましては、やっぱり感染予防の観点からマスクの着用は必要なのではないかとい

うふうに今現在考えております。

それと、あと、今現在、公共施設に設置しております非接触型の検温機、それから

消毒液、それから窓口に置いてあるアクリルパーティションなどは、当面現状のまま
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にしたいというふうに今考えております。

いずれにしましても、様々なケースが想定されますので、やっぱり一つ一つすぐ答

えを出すというのは難しいというふうに考えておりますが、自分が相対する人のこと

をやっぱり思いやって、どうすれば一番いいのかというところを考えれば、おのずと

そのマスクを着ける着けないという判断は職員でもできるのではないかなというふう

に考えておりますので、そこら辺を重視していきたいというふうに考えております。

以上であります。

○委員長（古仲清尚） 佐藤理事

○理事（佐藤透） 私からは船越こども園のところについて答弁させていただきます。

まず、１７億９，０００万円という事業費のお話ですけれども、あくまでも工事費

は１７億７，０００万円、それに工事管理といいますか現場の管理費ということで２，

０００万円、合わせて１７億９，０００万円を事業費ということで見ております。

今回不調に至った大きな原因というのが、先ほど委員が御質問の中でおっしゃって

いたように、アールの型枠と、アールの鉄筋加工、そして一部における傾斜、アール

で傾斜というのが果たしてできるのかというところで、入札参加希望者の方々からは

かなりの額の費用がかかるという見積りを出していたようであります。極端な話をす

ると、県内では誰も手を出さないと。アールで傾斜という形状でいくと、造船業、船

を造る人方のレベルだというところでの見積りを検討したということであります。

昨日来、説明させていただいているように、それを多面的な型枠で内側に傾斜、倒

すということで対応できないのかということで、入札不調を受けて県内の型枠業者、

県内の鉄筋業者、この辺と意見交換をしております。こういう考え方でどうですかと

いう協議をしたところ、型枠屋さん、鉄筋屋さん、共にこれだと対応できますよとい

う答えをいただいております。それにあわせて設計図のほうも、その辺の意図が伝わ

るように、かなり詳細の図面を今作成中でございます。特に鉄筋の部分に関しては、

ちょっと専門的なのでそのまま答えさせていただきますけれども、鉄筋加工について

はトン幾らという加工賃であります。真っすぐの棒はそのまま使います。定期的な

アール加工については工場で加工します。それ以外は現場加工ということで、現場で

トン幾らという加工賃で積算してあります。今回その内側に傾斜しているという部分

については、現場の加工で簡単に対応できるということをお答えいただいております
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ので、決して加工できないと、これは無理だよねというところは、当初の入札に参加

したときからは考え方は変わっていってるものという具合に認識しております。

現在、１７億７，０００万円でできるのかというところでございますけれども、１

１月、１２月の単価から、現在２月の単価ということで、今入れ直し作業をしていた

だいております。これはまだちょっと答えのほうが出てきませんけれども、決してこ

の１７億７，０００万円に収めてくれということでお願いしているわけではございま

せん。今現在で見積りした場合、どのくらいの額になるのかということで今お願いし

ているところであります。この１７億７，０００万円に仮に収まらなかった場合、ど

うやって発注するかという問題も出てきますし、不足分の金額がどれくらいになるの

かというところであれば、改めて予算計上についていろいろ協議、相談させていただ

くことにはなろうかと思います。

あと、今後の資材高騰、これは正直読めません。国では労働賃金５．数パーセント

上がるということで、もう通知が来てございます。仮に１７億円の仕事で労務単価に

関わる仕事が１０億円あった場合、単純計算５パーセント上がれば５，０００万円上

がります。これはどうやってもこの事業費の中では吸収できない部分であります。こ

の辺の部分は改めて検討が必要になるのかもしれません。ただ、全てが国の通達どお

り労務費が上がるかというのは、それぞれの職種によって違いますし、その辺はもう

少し見極めが必要ではないかという具合に考えております。

いろいろ加工品という、建築工事は特にですけれども、二次製品が多いわけであり

ますので、その辺の工場製作の部分でどれくらい上がっていくのかというのも、当然

まだ全然見えてきていない状態です。ただ、発注に際しては、ある程度の設計額で計

算して発注します。その後の高騰部分については、昨日もお話しましたけれども、い

わゆるスライド条項というのがありますので、当然今適用できるのはインフレスライ

ド、この条項でないかなという具合に考えております。全体的にインフレが進んで、

どれくらい間に合わなくなっているのかという部分について協議して、これについて

も予算が必要であればそのときまたいろいろ相談させていただくということになろう

かと思います。 近、県のほうでもスライド条項の適用が増えているということで、

１年前は０件だったそうです。この１１月、１２月からもう十数件、二十数件という

ことできているそうであります。佐藤委員も専門なのであれですけれども、正直な話、
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契約してすぐ条項適用の協議するという案件もあるそうですので、この辺のところに

ついては条項で決まっておりますので、その協議、相談には当然乗らざるを得ないと

いう具合に考えております。

私からは以上です。

○委員長（古仲清尚） 佐藤副市長

○副市長（佐藤博） ゼロカーボンへの道筋ということで、市長がゼロカーボンシティ

の宣言に至った思いといいますか、それとスケジュール的なことだと思います。

初日の市長報告の中にもありますように、今もうあとその地球環境を考えた場合に、

ゼロカーボンへの取組というのは、これはもう日本だけでなくて世界的なこれ取組や

らないと、もう我々住民が云々というそういった地球規模の問題ですし、当然それに

向けての行動、アクションというのは、これ官民挙げてやらなきゃいけないというふ

うになってございます。

翻って地元の我が市、男鹿を考えた場合に、さっき市長からも話ありましたように、

これだけ景観環境に恵まれていることで、それが観光振興の下支えのところでもあり

ますし、加えて、今、洋上風力で船川港を活用しながら再生可能エネルギーにも貢献

しようといっている市が、こういう世界的な地球規模の課題、官民挙げて取り組んで

いるところで、何もしないで、言わないほうが楽ですよ、知らないふりしているほう

が。それでいいのかということですよね。そうした思いです。これはもう既に１年ぐ

らい前から、実は内部では検討していたんです。ただ、各自治体ももう競っていろい

ろやってましたし、民間も今そうですよね。民間企業もそうです。そうした中で、中

にはめどもないのにただ宣言している、これは民間のほうの話ですけどもね、要は自

分のほうの企業イメージを上げるためにやっているだけであって、先々そういう取組

をやる気あるのかというふうなことが、そういうふうなことを指弾しているようなそ

ういったマスコミもありました。ちょっとね我々のほうとしても、じゃあゼロカー

ボンに向けて確たる道筋あるのかとなると、これはまだないわけです。当然市だけで

できるわけでございませんし、そういうことでちょっと逡巡はしました。ただ、どう

考えてもこれは男鹿市で宣言しないということはないだろうというふうなことで、将

来これではうまくないだろうということでの思いでございますので、まずその点は御

理解いただきたいと。やっぱり男鹿を引き継いでいくと。それから国際社会の一員と
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して、これは宣言しないという選択肢はないと。はっきり申し上げれば、ちゃんと宣

言して、それに向かって大変だろうけども、市民の皆さんと一緒に頑張るんだという、

そういう決意、意気込みでございますので御理解いただきたいと思います。

それと、この後段取り、いろいろと一般質問の答弁でもありましたし、今の予特の

中でもいろいろありましたように、まずは地球温暖化対策の実行計画を作ると。これ

も本当は結構難しいんですよね、中でも予算要求段階では、事務事業編の庁舎の中の

話と、それから市民、事業者巻き込んだ男鹿市全体の二つあったんですけども、二つ

とも委託に出すかという話あったんだけども、いやいや自分たちのことはやっぱり自

分たちで作らなきゃ駄目だろうということでの予算は半分に圧縮して、ただ、やっぱ

り市民の皆さん、事業者の皆さんやるからには、それなりのしっかりとしたやっぱり

裏付けも必要ですし、段取りも必要だろうということで、そこは一部コンサルにお願

いしようというふうなことでの予算措置でございます。この計画を作ってしっかりや

ることが、まずこれからのキックオフなるとは思います。ただ、現状を見ますと、男

鹿市の中での二酸化炭素の排出量が１８万トンぐらいありますけども、６割は家庭と

運輸なんですね。ということは、何かといいますと、市民お一人お一人にやっぱり自

分事として考えてもらわないことには、この分を削減してカットするということはで

きないだろうと。まさにその掛け声倒れになってしまう可能性ありますので、そこの

ところは、その行動計画の中でもきちっとどういうところから取り組んでもらうのか

ということも含めてですね、この後、市民の皆さんにも発信していきたいというふう

に思ってございます。何も仰々しく、明日から何か特別ね生活変えるんじゃなくて、

食品のロスを減らすですとか、ごみの減量化なんか、本当まさにこれに該当するわけ

です。そういうことで一人一人が自分の足元からできることから少しずつ頑張っても

らうと。ただし、市だけでできるわけでもないし、運輸関係だけでできるわけでもな

い。事業者だけでできるわけでもございませんので、そこは市民の皆さんが一人一人、

まさに行動変容ですよね。そういうふうな行動が自然に身に付くような形で、我々も

頑張りますので、そういったアナウンスをして取り組んでまいりたいということです

ので御理解賜りたいと思います。

なお、これですね、この計画そのものは洋上風力になんぼ貢献しても、その分二酸

化炭素の排出量を抑えたことには、ちょっとならないんですよ。ならないけれども、
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ただ、市長説明にもありますように、ならないけれども、やっぱりそこはぐるっと間

接的に回って再エネに貢献することは、日本の、もしくは地球規模での二酸化炭素の

排出量削減には当然これは貢献するわけでございます。ブルーカーボンもそうです。

市長が熱を入れてお話しているね、それもそうですので、そこは仮に削減には、数字

的には貢献しなくても、我々の計画の中にはぜひ盛り込んだ計画にしたいというふう

に思ってございます。

○委員長（古仲清尚） 審査の途中ですが、午後１時まで休憩といたします。

午後 ０時００分 休 憩

午後 １時００分 再 開

○委員長（古仲清尚） 休憩前に引き続き会議を開きます。

再質疑ございませんか。８番佐藤委員

○８番（佐藤誠委員） 午前中の説明ありがとうございました。

マスクの件については分かりました。

あともうちょっとこども園と、ゼロカーボンもちょっと伺いたいと思います。

まず、先ほどちょっと答弁がなかったかと思うのでちょっと伺いたいと思います。

設計を変更していくわけですけども、何かこの部分は外せないというような、ここの

ポリシーは守っていきたいという、こういうのは外せないとかっていうところがある

かどうかということをひとつ伺っていきたいなということが一つです。

それから、２番目としては、次の入札はいつ頃と考えていらっしゃるのか。

それから、 初の設計、これは私も内々には聞いていますけども、 初のアールに

なっているようなその図面だったと思うんですけど、それは実際、業者さんと打合せ

して、いくらぐらい違っていたのか、なんぼぐらい差があったのかなということを教

えていただければと思います。

それから、何としてもこれ完成させたいと思う気持ちで言うんですけど、解釈の違

いがあったと。解釈の違いがあって、そのアールの部分を平面で区切ってという話で

もいいというような感じがあったと言うんですけど、今後の対策はそれでできるかも

しれませんが、今後そういう大きな解釈の違いというのが、今後まだほかにないのか

あるのか、出てくる可能性があるのか、その辺の対策を立てても解釈の違いなんかが



- 185 -

あったってなるとまた大変なるので、その辺をどう考えるのか。それと、何としても

成し遂げたいという思いからいくと、やはりこの解釈の違いがなくて積算がこうして

うまくいったとしても、やる人がいないと。いわゆる施工の職人さんとかそういう人

がなかなか見つかってこない時代になってきたと。そうなると、やはりなかなか難し

い面が出てきます。そういうのをどうするのか。何としても今、例えば左官屋さんと

かってそんなにいないですよね。そういうのをなんとするのか。ましてや今度、船越

小学校もあるし、斎場もあるし、もし男鹿市の業者がそんなにみんな行った場合に、

本にこれだけ回していけるのかどうか、そういうことを思ったときに、その辺のこと

をどう考えているのか。なんとしてもやるためには、その辺どう考えているのかとい

うことです。

あと 後に、今回いろいろプロポーザルの１２億円からいって、基本設計の１８億

５，０００万円いって、それから実施設計のときの二十何億円いって、それで１７億

７，０００万円まできて、そういう上がり下がりがあったんですけど、結局、 終的

にこれは誰が責任持ってこれ積算して提示するのか、もしかしたら設計事務所がある

程度積算してきたものが基になってきているのか、それとも業者さんのほうにまた打

診したりしていくのか。 終的に市役所が責任持たないといけないかもしれませんけ

ど、やはりそこまで行き着くためには相当やっぱりみんな責任持った仕事を、業者

さんにもしてもらわないといけないだろうし、設計事務所にもしてもらわないといけ

ないと思うんですけど、絵だけ描いてあと知らねよっていうのであれば非常に困るわ

けであって、後々残された人が困るわけで、それで結局できなくなった。であれば、

また設計してもそうなる可能性もあるわけで、そうならないように、ならないように

確実にこれやらないといけないことであれば、そこを考えていかないといけないと思

います。だから 終的に誰がこうして積算して、誰が発注額、 終的にこれを決める

のか、そういう積算をしていくのか、非常に重いものですけども、その辺を積算の根

拠といいますか、私この通告書には根拠って書いてますけど、その辺はどう考えるか

伺いたいと思います。

それから、ゼロカーボンの件についてほんの少し伺いたいと思います。

ゼロカーボンやっていくのに、今後、市長の思いでやっていくということはとても

いいことだと思いますし、やっていかないといけない、男鹿市をそうして引っ張って
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いっていただきたいなと思うし、我々も協力していきたいなと思います。

先ほど、魁新報に載ったこのゼロカーボン宣言を見ると、やはりこのごみの減量と

かっても書いてますけど、実際ごみの減量もなかなか進んでいるのか、ちょっとは

減ったような感じするんですけど、まだまだ足りないんじゃないかなっていう気がし

ますが、いつも市報に載ってくるところを見て、５００切ったか切らないか、上がっ

たり下がったりしながらきてる現状じゃないかなと思っていますが、その辺、袋は有

料になったけども、ごみの減量作戦というのは、これは減量につながっているのか、

それを当局はどのくらいつながったということで目標値が果たせているのかどうか、

その辺どう考えているか、もっと何かやらなきゃいけないと考えているのか、その辺

を伺いたいと思います。

それと、これから計画を立てていろいろ作っていかれると思いますけど、当面、や

はり２０５０年までやるんであれば、やはり中間目標みたいなそういうものが出てく

るだろうし、１年目でこの辺までやろう、ここまで取り組もうとか、多分そういうふ

うなことを決めて一歩一歩、少しずつ少しずつ中間点を設けながら目標に向かって

進んでいかないと何事もできないと思うので、そういう目標を決めて進んでいかない

といけないと思うので、その辺のことを、まだでしょうけども考え方を伺いたいと思

います。

以上です。

○委員長（古仲清尚） 答弁を求めます。佐藤理事

○理事（佐藤透） そうすれば私から、船越こども園の設計関係のところでお答えさせ

ていただきたいと思います。

答弁漏れの指摘でございました。大変申し訳ございません。

設計変更していくという内容での御質問ですけれども、現在、大きく設計変更とい

うことは考えておりません。今ある船越子ども園全体図のこの部分については、プロ

ポーザル、協議の中で優秀作品ということで選ばれた作品でございます。この全体像

のデザインを基に、関係する保護者、子どもたちからも選んでもらっているところも

ありますけれども、そういう中で 終的に実施設計で現在の形になってございますの

で、このスタンスは崩したくないという具合に考えてございます。

再入札の時期についてでございますけれども、今現在、積算見積りをやり直してい
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る 中です。これができ次第、当然成果品としては３月いっぱいで完成してきますの

で、予算も令和５年、６年ということになっておりますので、令和５年度のできるだ

け早い時期にという具合には考えております。個人的には、４月に発注して、その後

でということを考えておるわけですけれども、幾らぐらい違っていたのか、不調のと

き幾らぐらい違っていたのかということでございますけれども、これは公式に入札額

を札として入れておりません。入札不調を受けて業者さんと言葉でのやり取り、それ

とどの辺で苦労したのかという聞き取りの中で、先ほどいろいろやり取りさせても

らった型枠の部分、鉄筋の部分、この辺の部分がかなり高額になっているというだけ

のお話はさせていただいておりますので、幾らぐらい違っていたのかという部分につ

いては承知しておりません。

解釈の違い、今後こういう大きな違いがあった場合の対応ということでございます

けれども、入札不調を受けてかなりやり取りしました。図面を見て疑問に思っている

ところを投げかけてもらいました。その中でいくと、特に考え方の違いのところは、

この型枠のアールの考え方というところと、あとはもう一つ、２階のところで子ども

たちがずっと走って回れる回廊的な部分があるんですけれども、この辺の考え方のと

ころ、当然フラットでなくて一回沈んでまた上っていくというところがありましたけ

れども、この辺の対応というところで協議をしております。今のところ、この大きな

解釈の違いというのは、このアールの部分だけという認識でございます。

また、発注してから疑問に思っている部分等については、施工段階で協議して進め

ることも可能ですので、細かい部分はそういうところで進めていくという具合に考え

ております。

あと、職人さんがいない等々の話でありますけれども、それはここ 近ずっと言わ

れていることでして、そういうことも踏まえて今回、共同企業体による発注というこ

とでやっております。１社で集まらなければ２社でそれぞれ集めてくると。そういう

力を結集して対応できるのではないかという思いも込めて共同企業体への発注として

おります。

後ですね、設計、積算、この辺の責任の話でしたけれども、これは市の職員がで

きないということで設計そのものを設計業者のほうへ任せてあります。その工事額そ

のものについては、当然設計事務所の責任の下、設計額を出しているということであ
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ります。ただし、その設計額、設計の根拠が正しいものかどうかという部分について

は、市のほうで成果品として受け取りますので、その辺の根拠的なところのチェック

はさせていただいております。疑問にある単価の部分については、当然聞き取りもし

ますし、そういう具合に対応しなければ発注者として設計額は出せないという認識で

おります。

私からは以上です。

○委員長（古仲清尚） 佐藤生活環境課長

○生活環境課長（佐藤淳） 私のほうからはゼロカーボンに関しての委員の御質問にお

答えいたします。

ゼロカーボンに関連しまして、ごみの減量ということで、実際に減っているのかと

いうような御質問でありますけども、ごみの減量に関しては人口も減ってきておりま

すので、トータル的には年々減少はしております。ただ、１人当たりのごみの量であ

りますけども、これは令和７年度に排出量を本市では５００グラムという目標を立て

ておりますけれども、現在まだそこには至っていないということで、年々減少はして

いるんですけども１人当たりのそのグラムに関しては、若干ずつですけども、減って

はきてるんですけども、目標のほうにはまだ達していないというふうな現状でありま

す。

また、ゼロカーボンに関してですけども、国のほうでも２０５０年度カーボン

ニュートラルということで、実際、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすると、排出

量、そして森林等の吸収、状況等を差し引いてゼロにするという目標を掲げておりま

す。また、２０３０年度までには二酸化炭素、これは４６パーセント、温室効果ガス

の減量をするという目標を立てておりますので、本市でもそれに倣って、そのような

目標で進んでいきたいというふうに考えております。

当然、地方公共団体実行計画、来年度立てていくわけでありますけども、そこで当

市の現状の数値、そして削減目標、これは期間を定めて、５年なるか１０年なるか１

５年になるか分かりませんけども、そこら辺の目標の削減の数値を計画に載せまして、

そしてそれを今度、本市の特性に合った取組内容を盛り込んで計画を立てていきたい

というふうに思っております。またさらに、それをちゃんと管理していくというよう

な体制も整えて、ぜひこのゼロカーボンに向けて進めていきたいというふうに考えて



- 189 -

おります。

私のほうからは以上です。

○委員長（古仲清尚） さらに質疑ございませんか。８番佐藤委員

○８番（佐藤誠委員） ありがとうございます。

保育園の件もゼロカーボンも頑張っていただきたいと思うんですけど、さっき佐藤

理事がおっしゃった中で、設計の、 後積算の件をちょっと伺いました。そのときに

設計事務所が積算してくると。それを基本はまずそれなんだろうけども、あとは積算

根拠は市のほうでそれがいいかどうかということを判断すると言っていたのを聞いて、

じゃあ先回出した実施設計までいったその積算の根拠っていうのは、じゃあ根拠はよ

かったのかなと、設計事務所が出してきたのは正しかったのかなと。市でチェックし

た根拠も正しかったんだということなのに、何で落ちなかったかなって本当にそれだ

けがやっぱりちょっと疑問残りました。

結局はまた堂々巡りになってしまうので、それはあとこれでやめますけど、まず何

とか実現の方向に努力していっていただければと思います。

後にじゃあ一言だけ聞きます。議会のほうに多分もし追加の予算、今後出てくる

と思われます。思われます。ですから、でも、やっぱりもうちょっとしたらある程度

あとこのぐらいなりそうだよっていうことはやっぱり言ってもらいたいなと思ってい

ます。それが何億なるのか、１億なるのか、２億なるのか、３億なるのか、５億なる

のか分からないまま、今ここで議会は認めないといけないんですね。今回予算を通さ

ないといけないんです。通さないといけない。決めるの議会なんだもの。だから、議

会の責任が大きいんです。でも、おめがだ、なして通したんずやって言われるすもの

ね、やっぱり。だから、そこは、ここまで覚悟して、議会にも覚悟を持たせていただ

きたいし、だから決めないといけないと思っているので、私が思うには。だから、覚

悟をもって議会も臨まないといけない。でもそのためには、あやふやではなく、本当

にある程度そういうふうなことを、何ぼぐらいを見込んで頑張るというくらいの決意

を表していただければと思います。

それと、ゼロカーボンについては分かりましたけど、なかなかごみも減らないよう

な状態なので、もう少し気合い入れてですね対策をしっかりととっていかなきゃいけ

ないんじゃないかなと思いますので、検討していただいて頑張っていただきたいと思
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います。

後もし一言あればお願いします。

○委員長（古仲清尚） 答弁を求めます。菅原市長

○市長（菅原広二） 委員の非常にその船越保育園に心配してくれることの思いを非常

に受け止めました。ただ、３億か５億かと言われてもね、常識的な範囲で当然落とし

どころを決めなきゃ駄目だし、ただ、さっきから説明しているとおり、読めないとこ

ろもあるわけですよ。型枠、鉄筋のところは、そこそこで収まると思ってます。ただ、

物価高騰で読めないとこがあるというぐらいのとこではうまくないですか。それしか

言い様がないと思います。先ほどから理事が話しているとおり。

それから、ゼロカーボンの取組の中で、私も非常に残念なんですよね。具体的なご

みの減量化、食品ロスとか、そういうことに関しては、なかなか思ったように進まな

い。何が悪いのかということを話してます。やっぱりフィロソフィのところにいくと

思う、私は。だから、その構成の市町村とも、首長とも話し合ってます。どうやれば

いいのかと。まだ打つ手はあるので頑張っていきますから、一緒にどうかよろしく、

いい方向に向けるように議論をしていきたいと思いますから、お願いします。

以上です。

○委員長（古仲清尚） ８番佐藤誠委員の質疑を終結いたします。

○８番（佐藤誠委員） ありがとうございました。

○委員長（古仲清尚） 次に、１０番進藤優子委員の発言を認めます。１０番進藤委員

○１０番（進藤優子委員） お疲れのところ申し訳ございません。それでは、通告して

おりますので、少し質問をさせていただきたいと思います。

当初予算案の概要の２５ページに船川港港湾ビジョン実現推進事業ということで、

事業内容が次世代を担う港湾関係人材育成事業、港湾利用拡大促進事業費補助金、３

点目に風力発電メンテナンス等関連資格取得助成という部分がございますけれども、

まず実質ここで洋上風力そのものは行われないにしても、今、補完港としてという部

分と、様々な動きが出てきているということは、今、男鹿市にとって非常に追い風だ

なということを感じているわけでございます。そうした中で、こういった事業が進ん

でいくというのは、非常にありがたいことだなというふうに考えるわけですけれども、

メンテナンス技術者に、副市長おっしゃっていましたけども、先々、予算をつけたけ
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れども、まず近くにできたらというふうな部分でというふうなお話もありました。そ

うした中で、この海洋高校の潜水のそういったものを利用しながらその資格を取得し

ていくというふうなことに向けて実質動き出しますけれども、こうしたもの今現在、

北九州にしかその資格を取得するところがないのだというふうなお話もございました。

そうしたときに、今度男鹿にこういったものを、近隣の方だけではなくて、どこから

か取りに来たいなとか、来ようとか、いろいろこういったことに関連して男鹿市内に

人が様々いろんな関係の方々が入ってこられるのかなということが想定されるわけで

す。そうしたときに、ここにいる方々で全てそれをできるということであればいいん

ですけれども、県外であれ、近隣からであれ、来た方々が泊まれるような宿泊施設、

施設とでもいいましょうか。温泉はあるわけですけれども、じゃあそういった方々が

温泉を利用されてというと、なかなか現実的には難しいのかなというふうな形も考え

るわけです。簡易宿泊所なのか、その宿泊をする場所というものが一つキーになって

くるのではないかなというふうなことを思うわけです。市長もこれまで様々いろんな

動きをしていただいていることは十分承知していますけれども、実際こうやって事業

が具体化してきたときに、やっぱりそこはひとつ大きな、急いで整備というんでしょ

うか、そういった必要性があるのではないのかなというふうに感じているところです

けれども、そこら辺に対する考え方をちょっとお聞かせいただきたいと思います。

２点目ですけれども、地域おこし協力隊についてお伺いしたいと思います。

これは先回の１２月定例会のときの予算委員会の中でも地域おこし協力隊について

は、３年終わった後の定住に対する支援であったりとかという部分をお聞かせいただ

きたいということで質問はさせていただいていた部分です。先ほど畠山委員からも３

年、任期が終わった後ここにいるためのっていうふうな、仕事がというふうな部分の

お話もございました。今回、当初予算の概要の中には、北緯４０°男鹿梨産地支援事

業ということで、ここに地域おこし協力隊２名募集というふうなことも載っておりま

す。こうした形で産地というか男鹿梨、ブランドの梨を継承していくというふうな形

で人が来ていただけるというのは非常にありがたいことだなと思っていますし、人材

としてというか、後継の人材なのでしょうか、そういった形で担っていっていただけ

る方々がお一人でも増えていただけるということは、農業に限らずこれまで漁業に関

しても漁業スクールであったりとか、委員長がおっしゃっていた部分もあると思いま
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すけれども、漁業スクールであったりとか、こういった地域おこし協力隊事業を活用

して市に人材育成の部分も兼ねて、そういったものを活用してやっていけないのかと

いうふうな部分のお話も今までありました。そうした中で、男鹿市においては１５名

の方が着任をされて、定住が６名で、現隊員が４名ということでしたけれども、２月

１日から多分２人、広報で紹介されておりましたので、もう２人増えているのかなと

いうふうに思うところでございます。この地域おこし協力隊は、企画、観光課とかに

いるんですけれども、市でこういった形の仕事に就いていただきたいとか、要件を提

示しての募集になりますよね。そうしたときに、この３日の新聞だったんですけれど

も、もう皆さん御存じだと思いますけども、東成瀬村の地域おこし協力隊の関連事業

ということで、第三セクターの東成瀬テックソリューションズへの委託料ということ

で、現在雇用中の３４人に採用予定３２人の地域おこし協力隊を加えてということで、

３年間かかってＩＴの部分ですか、それを研修していただいて、任期３年終わった後

も自分のスキルとして身に付いたもので仕事がしていけるというふうな、そういった

取組を非常に大きな形で、２，５００人ぐらいの小さな村ですけれども、大きな事業

をやっていらっしゃるということを見たときに、男鹿市として地域おこし協力隊の募

集、今までのように企画何人、観光何人というその考え方ももちろん必要で、今来て

いただいて、頑張っていただいててという部分はあると思うんですけれども、そこか

ら一つ考え方を前に進めてなのか広くしてなのか、せっかくそこに財源があるわけで

す。財源というか国からの財源があって、地域おこし協力隊として来ていただいてい

るそこを大きく広げて、男鹿でも何か、同じことは多分できるかできないかちょっと

あれですけども、同じことではなくしても、何か違った形で今までの地域おこし協力

隊から一歩進んだような形で何かできないか、そういったような考え方であったりと

か、そちらに方向転換していくとか、そういったような考え方はないのか、現在どの

ような形でという部分をお聞かせいただけたらと思います。

委員長、すいません、通告ちょっとしていなかったんですけれども一点よろしいで

しょうか。

○委員長（古仲清尚） はい。

○１０番（進藤優子委員） さっき佐藤誠委員の今後マスク、市の対応についてという

ことがございました。今週末にその話合いをしてということでしたけれども、大筋で
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は非接触型検温機であったりとかアクリル板、パーティションはそのまま続けていく

のだというふうなことが先ほど総務部長のほうからお話がございました。自分が相対

する人を思いやってというふうなお話もございましたけれども、 近ちょっと庁舎に

入ってくるときの一番先の自動消毒機、職員の皆様は正面入口からはなかなか出入り

はしないものだと思います。あの自動のところで消毒液が出ないことのほうが多い、

これはどなたが管理されているのかなって。その奥に確かにプッシュ型で自分で押し

てという部分のものもございますので、出なければそこにという部分は使えるものは

あるわけですけれども、せっかくそこに置いてあるものが使えないということが、た

くさんの方々使ってそれがないというのは、皆さんたくさん使われてということもあ

ろうかと思いますけれども、今朝も経験した方、いっぱいいらっしゃるかと思うんで

すけど、今朝もなかったというか、そういったことが多いかなというふうに感じてい

るんですけれども、庁舎管理になるのかちょっとあれですけども、どなたが管理され

ているのか、管理状態がどうなっているのか。そこを二点お聞かせいただけたらと思

います。

○委員長（古仲清尚） 答弁を求めます。佐藤観光文化スポーツ部長

○観光文化スポーツ部長（佐藤雅博） 私からは、メンテナンス施設に関連しまして宿

泊施設の関係について答えさせていただきます。

以前からビジネスホテルの誘致の話、それもあったんですけれども、実際に１５社、

１６社程度に一応声掛けをしておりまして、今いろいろ需要の予測ですとかそういっ

たものはどうなんだというふうなことをして、いろいろちょっとやり取りもしている

ようなところもございます。ちょっとまだしっかり誘致というようなところまでは今

できてないといったところで、ただ、そうはいってもメンテナンス施設関連のほうで

年間１，０００人の方が見込まれると。令和６年度中のオープンを目指すというふう

な動きもございますので、非常に焦りながらといいますか、一生懸命今取り組んでい

るところでございます。

あと、今日の読売新聞でも記載してございましたけども、稲とアガベさんのほうで

も宿泊施設を考えていきたいというふうな報道もなされております。

いずれ市役所、それから民間、みんなで一緒になって様々なやり方を検討して進め

ていきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。
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以上です。

○委員長（古仲清尚） 杉本企画政策課長

○企画政策課長（杉本一也） 地域おこし協力隊についてお答えをいたします。

地域おこし協力隊の任用については、９月定例会における地域おこし協力隊制度の

積極的活用かつ大量受入れをとの請願の採択を受け、全庁的に検討してまいりました。

この結果といいますか、来年度、新たに将来梨農家として就農を目指す隊員を２名募

集することとしております。この後も様々な対応、取組が出てくるものというふうに

思っております。

委員から提案といいますか例がありました東成瀬村のなるテックの件につきまして

は、本市においても過去には協力隊として採用し、オガーレに勤務した方もおりまし

た。この後といいますか、現在ですけれども、昨年度創設された新たな制度、地域お

こし協力隊インターン事業を今、当課のほうで検討しておりまして、これにつきまし

ては駅周辺のにぎわいを何とか船川の商店街エリアにも広めるというふうな方向で、

将来的には商店街の空き店舗の活用を踏まえた起業にもつなげるというふうな意味合

いの隊員の募集を今検討しているところであります。現段階では様々課題もありまし

て、まだやれるかどうかははっきりしてはおりませんけれども、可能であれば早い段

階、６月定例会にでも補正予算のお願いをしまして事業を実施させていただきたいと

いうふうに思っております。

このような形で様々な手法で地域おこし協力隊の活用を検討してまいりますので、

どうかよろしくお願いいたします。

○委員長（古仲清尚） 鈴木財政課長

○財政課長（鈴木健） 庁舎の自動消毒機についてでございます。こちらは財政課のほ

うで庁舎管理の一環として設置しているものでございます。消毒液、これ結構頻繁に、

すぐなくなってしまうようなものでして、１階ですので財政課の担当のほうも定期的

に見るようには心がけているつもりですけれども、なかなか行き届かない点もあると

思います。あと、１階の近場の職員のほうで気がついたら連絡をいただくということ

もございますし、私自身何回か気がついて自ら交換したということもございますけれ

ども、現実に液があるかどうかがなかなか構造上、見えないような作りにもなってお

りまして、ちょっと御迷惑、御不便をおかけしている点もあると思います。これから
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さらにちょっと点検の期間を短くするなど、あまり利用者に御不便かけないように心

がけたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（古仲清尚） 再質疑ございませんか。１０番進藤委員

○１０番（進藤優子委員） ありがとうございました。

宿泊施設については、民間でも動きはあるということでございましたけれども、早

急にと思って今動いていただいているということではございました。新しいものが建

つということは、なかなかやはり難しい部分だと、これまでの経緯を見てもそれは十

分承知しているつもりですけれども、実際もういつからという部分が決まっているも

のもございますので、そうしたときに、いざ、いやいや泊まるところがなくて近隣

だったりとかどこかからという形が、 終的にもしなければそういう形になってしま

うのかなというふうな形も思うところでございます。そうしたときに、この考え方が

いいのかどうなのかはあれですけども、現在言われたように空き家であったりとか

様々市の、市営住宅とかにはもちろん空きはないわけですけれども、空き家を使える

部分であったりとか、自炊とかという形になるのでしょうけれども、様々市内には空

き家であったりとか、かつて使っていたであろう社宅であったりとか、もうしばらく

使ってない部分なので、すぐ使えるものなのかどうなのか、そこはちょっとよくは分

かりませんけれども、そういった使えるようなものが、少し手を加えて何とかなるも

のがあるのであれば、そういった考え方もありではないのかなと私個人的には思うわ

けです。需要がどうなのかという部分ももちろん出てこようかと思いますけれども、

今これだけやっぱり様々問題になっている空き家でもございますので、何かに活用で

きるような方法、買って住んでいただく以外にも、社宅でもない、宿泊所でもない、

そういった形で使っていただけるような利活用方法等も考えられなくはないのではな

いかなというふうなことを思うわけですけれども、そこら辺について考え方がもしあ

りましたらお知らせいただけたらと思います。

地域おこし協力隊、インターン事業であったりとか様々活用しながらということで、

今後、男鹿駅周辺の商店街の空き店舗とかっていう部分も今ございました。今いらっ

しゃる地域おこし協力隊の方が、じゃあ男鹿にやっぱり残るための手段として、起業

ということがやっぱり一つ大きな部分を占めているのかなというふうに思います。着

任されていた方々が、じゃあ全て起業できるのかといったら、決してそうではないと
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思うんです。そうしたときに、やっぱりここに男鹿が好きでって、先ほど畠山委員も

おっしゃいましたけども、男鹿が好きでいたいと思っても仕事がないことにはいれな

いという方々も、少なからずいるのではないかなというふうに考えるんです。先ほど、

その東成瀬村のなるテックのことお話をしましたけれども、３年後にはスキルがつい

てて、そこに残る、自分で始めるは別にして、そこに残るための手だてがあるといい

ますか、自分で能力を身に付けてという部分がございます。ここはＩＴ関係なので、

ＩＴの人材が２０３０年までに相当数足りなくなると言われている中で、すごい先進

的な事例だなとは思いますけれども、３年後、３年の任期を終えた後の残るための、

その人材を育てていくというそこが一つすごい鍵になるのかなっていうことを思って

今話をさせていただいております。今、着任いただいている方々も、自分が着任して

いただいている業務の中で 大限に様々頑張っていただいていることは承知してい

るんですけれども、やはり残っていただくための対策というんですか、残れるような

仕組みというんですか、そういったものを考えていただかないと、どれだけ来ていた

だいて、残って頑張っていただいている方もおりますけれども、残念ながら残れな

かったというか、仕事がなくてという方もいらっしゃるものだと思います。そうした

方々に、やはり起業以外の道というんですか、手だてというんですか、スキルとい

うんですか、そういったものを何か考えるような形で進めていくことはできないのか、

その点をもう一回お聞きします。

○委員長（古仲清尚） 佐藤観光文化スポーツ部長

○観光文化スポーツ部長（佐藤雅博） 私からは、空き家の宿泊施設への利用について

お答えさせていただきます。

以前にも空いている社宅ですか、そういったものを使えないかというふうな、そう

いったことも検討したこともございました。また、空き家もいっぱいあるよねという

ふうな話も、そういったところも一応見ているところでございます。

そういったところで、日本郵船さんのほうとも具体的にじゃあどういったニーズが

あるのかと、どういった形がいいのかというようなことを今ちょっといろいろ打合せ

をさせていただいているところでございます。そういった中で既存の空き家の活用で

すとか、あるいは新たな施設というんでしょうか、あるいは既存の施設を改修して何

かできないかとか、そういったところを検討して進めさせていただければなというふ
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うに思っております。

以上です。

○委員長（古仲清尚） 杉本企画政策課長

○企画政策課長（杉本一也） お答えをいたします。

委員おっしゃるとおり、３年後どういった将来像を描くかということが非常に重要

であろうというふうに思っております。ですので、任用の段階においても、その方が

どういった考えでうちほうの協力隊に着任するのかというふうな考えを十分踏まえた

上で、本人の希望も踏まえた上で、その目標に向かってどういったサポートができる

かということを、我々も真剣になって考えていかなければならないだろうというふう

に思っております。おっしゃるとおり起業するという方は、ごく一部の方であろうと

いうふうに思っております。本市で学んだ３年間といいますか、従事した３年間でど

のようなスキルを得て、その後の人生に生かしていくかということが重要になろうか

と思いますけども、今、当課には４名の隊員がおりますけれども、その中では今ある

仕事、なかなか今の仕事をそのまま自分の仕事としてやっていくということはなかな

か難しいだろうと。自分の目標と、今従事している業務と、どう結びつけていくかも

一緒に考えてやってほしいというふうなことは常々伝えているところであります。そ

れに向けて、起業する際の支援等もございますし、また、必要であれば新たな支援策、

退任後の支援策ということも検討しながら、隊員に寄り添った業務といいますか、サ

ポートをしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（古仲清尚） 佐藤副市長

○副市長（佐藤博） 部長、課長、大変きれいな答弁していますけども、まず空き家の

活用ですけども、確かに委員おっしゃるのは分かるんです。我々も、まず初めにこう

いう課題があって、こういうニーズがあって、いやいや一挙両得で、それうまくマッ

チングすればいいんでないかと、これ必ず考えるんです。特に空き家については、何

とか一方でしたいと思っているもんですから、片やホテル、宿泊場所がないとなると、

そっちにいくんですけども、現実問題とすれば、これは極めて、宿泊側のニーズと合

わない話でないかなと思います。少なくともトレーニングセンターであれば、これ

ずっと半年もいるんだったらまた話別かもしれませんけども、来て、潜水のほうの研

修は三日か四日で終わりますので、あとは秋田のほうで高所のほうの今度訓練受けた
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りしますので、そうなりますと、一番いいのはウイークリーマンションみたいなのが

本当は一番いいんでしょうけども、もし賄えるとすれば、一番需要が高いのはやっぱ

りビジネスホテルということで、この前から一般質問でも様々市長が答弁していると

おりに、それ何とか誘致できないかと、そんな豪華なホテルはいらないと。素泊まり

だけでいいんだということでの様々な訪問への働きかけも、まずこのとおりなんです。

ですから、まとまったビルとは言いませんけども、大きな施設を改修ということであ

れば、ややそのビジネスホテルに近い形の宿泊施設になりますので、これは可能性あ

ると思いますし、さっき話出ました市内のスタートアップ企業が今やろうとしている

ところについては、まだ途中でしょうけども、そこはそういった施設でございます。

ただ、委員がもしイメージとしている一軒家を考えているのであれば、それはなかな

かマッチングは甚だハードルが高い話になるんでないかなと思っています。空き家は

いつも、職員も含めて頭の隅にこびりついているんですよ。ですから、昨日の話では

ありませんけども、吉田洋平委員から住宅取得の話も、空き家を取得してくれるん

だったら支援はありだなとかって思うんですけども、いやぁこれから子育て、夢を

もって頑張るというときに空き家かなというところもあって、なかなかそこが結びつ

かないんですね。ですから、お気持ちは重々分かります。我々もそこを真っ先に考え

ますけども、実際問題とすれば難しい面があるんでないかということをひとつ御理解

いただければと思います。

それから、地域おこし協力隊、おっしゃるとおりだと思います。男鹿に要するに人

手が足りない部分、もしくは技術を継承したい、そういった産業がどういうところあ

るかと。それで真っ先に出たのが農業、梨なんですね。あれだけの園地があるのに、

それが後継者いないということで駄目になるというのは、これは産地としても市とし

ても大きな損失だということでのまず真っ先に地域おこし協力隊を梨園にと、梨の後

継者も含めてと、事業継承できるようにということだったんです。それ以外となると

市内でやっぱり人手足りないのは、今、建設、介護、それから観光宿泊業です。こう

いうところに地域おこし協力隊の方々が、じゃあ男鹿でそっちのほうの技術、建設の

ほうの技術を身に付けてやろうという、果たしているかどうかっていうのは、そこは

また難しいところなんです。ですからやっぱり生い行き、そういった自分で起業する

ところのほうに向かって行かざるを得なくなっているところだと思うんです。ＩＴ
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なんかは非常に人気もありますからあれでしょうけど、これない物ねだりしても始ま

りませんので、そういった面があると。地元の企業にどれぐらいのそういった雇用で

きる受け皿のそういった業種・業態があるかというところが非常に肝心になってきま

すので、まずはそこら辺から見ながら、農業から始めてまいりたいというふうに思っ

ていますので、そこら辺もお含みおき願えればと思います。

○委員長（古仲清尚） さらに質疑ございませんか。１０番進藤委員

○１０番（進藤優子委員） ありがとうございました。

様々考えていただいているけど難しいというのは、想像はできるわけでございます。

そうした中でも、やはり地域おこし協力隊の部分でいうと、男鹿をやはり選んで来て

いただく方々です。今、どこがというふうな、建設であったりとか様々な部分のこと

もございました。あれほどの梨、北日本 大ですか、の梨園がそのままではという部

分のお話もございました。本当に若い方が就労していただければ、一番それにこした

ことはないと思いますし、なかなか後継ぎがいないという中でこういったことを活用

してという部分は、非常に有効だなって考えます。そうしたときに、やはり今いろい

ろ挙がった中には漁業はないのだなと、漁師さんはいないのだなというふうなことも

ちょっと思ったんですけれども、様々な産業において需要と供給っていろんな部分が

あると思いますので、こちらで考えるようにはなかなかやはりいかないものかもしれ

ないですけれども、今までのこれがこれがっていう、そこがまず一番考えとしては、

そこから出発するものだと思いますけれども、東成瀬村がどうしてこういう、ここに

至ったのかというその経緯はちょっと私まだ伺っていないので分からないですけれど

も、新たな取組といいますか、男鹿モデルでもないですけれども、何かそういったも

のも考えれるようだったら、ぜひとも検討していただいて、新たな取組として行って

いただけるような形をとっていただければというふうに思います。

先ほど市長でしたか、ふるさと納税についてはいつ終わるか分からないっていうふ

うなお話がございましたけれども、地域おこし協力隊についても、これ永遠にあるか

どうかそれは分からない部分であります。なので、今はある制度です。その中で 大

限に男鹿市にとっての効果が発揮できるような形でぜひとも進めていただきたいなと

いうふうに思いますので、私が考えるようなことは、市の職員の皆さんはもう既に考

えている部分だと思うんですけれども、様々取組をしていただきながら元気な男鹿、
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様々いろんなうれしいようなことも出てきておりますので、明るい未来につなげてい

けるような人材を育てていくような、そういったことにシフトしてと言えばあれです

けども、いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

○委員長（古仲清尚） 佐藤副市長

○副市長（佐藤博） 大変口幅ったい言い方をして失礼いたしました。

今、進藤委員からいろいろといただいたアドバイス、しっかりと胸に秘めて、これ

から一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。

○委員長（古仲清尚） １０番進藤優子委員の質疑を終結いたします。

通告による質疑は以上となります。

ほかに質疑ございませんか。

（「なし」と言う者あり）

○委員長（古仲清尚） 質疑なしと認めます。よって、令和５年度当初予算に係る質疑

を終結いたします。

次に、お諮りいたします。本委員会に付託となりました１６件をさらに詳細に審査

するため、各常任委員会による分科会を設置し、御配付しております分科会区分表の

とおり、審査することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

○委員長（古仲清尚） 御異議なしと認めます。よって、各常任委員会に分科会を設置

し、審査することに決しました。

以上で、本日の日程は終了いたしました。

本委員会は、３月１６日、午前１０時から再開し、各分科会の報告を求めることに

いたします。

本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでした。

午後 １時５３分 散 会
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予算特別委員会分科会区分表

総 務 分 科 会

議案第 １号の条文、歳入全款、

歳出１款、２款（１項１６・１７目、３項を除く）、９款、

１２款

議案第１８号の条文、歳入全款、

歳出１款、２款（１項１５・１６・１７目、３項を除く）、

４款４項、５項、６項、８款４項３目、９款、１２款、

１３款、１４款

教育厚生分科会

議案第 １号の歳出 ２款１項１６・１７目、３項、３款、４款、

１０款（５項２・６目、６項１・２目を除く）

繰越明許費

・戸籍情報システム改修業務

・出産・子育て応援交付金事業

・一般廃棄物 終処分場浸出水処理設備修繕事業

債務負担行為補正

・火葬炉保守点検業務（追加）

・一般廃棄物収集運搬業務（追加）

・古紙等収集運搬業務（追加）

・一般廃棄物 終処分場等管理業務（追加）

・粗大ごみ受付・収集業務（追加）

・児童福祉施設整備工事（廃止）

議案第２号、議案第３号、議案第４号、議案第５号
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議案第１８号の歳出 ２款１項１５・１６目、３項、３款、

４款（４項、５項、６項を除く）、

７款１項５目、

１０款（５項２・３・６目、６項１・２目を除く）

継続費

・児童福祉施設整備事業

・斎場大規模改修事業

・船越小学校整備事業

債務負担行為

・小学校ＬＥＤ照明リース料

・中学校電話機器リース料

・中学校ＬＥＤ照明リース料

議案第１９号、議案第２０号、議案第２１号、議案第２２号、議案第２３号

産業建設分科会

議案第 １号の歳出 ６款、７款、８款、１０款５項２・６目、６項１・２目

繰越明許費

・低コスト技術等導入支援事業費補助金

・あきたの園芸省エネ化支援事業費補助金

・ため池等整備事業費負担金

・経営体育成基盤整備事業費負担金

・木材生産機械緊急整備事業費補助金

・漁業経営継続緊急支援事業費補助金

・県営漁港事業費負担金

・現年公共土木施設災害復旧事業

債務負担行為補正

・漁業経営フォローアップ資金利子補給事業（廃止）

議案第６号、議案第７号
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議案第１８号の歳出 ２款１項１７目、５款、６款、７款（１項５目を除く）、

８款（４項３目を除く）、

１０款５項２・３・６目、６項１・２目、１１款

議案第２４号、議案第２５号、議案第２６号
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